
[平成30年５月　様式４]

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名

国税関係事務　全項目評価書

評価書番号

3

国税庁は、国税関係事務における特定個人情報ファイルの取扱いに当た
り、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に
影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態
を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を行い、もって個人のプ
ライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

 公表日

国税庁長官

 個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

特記事項

・番号制度に関する税務上の措置として、納税申告書や法定調書等の税務関係書類に個人番号の
記載を求める措置が講じられたため、国税当局は特定個人情報を保有している。
・国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を任務としており、賦課・徴収事務を行
うに当たって国税庁の次世代システムを利用する。
・国税庁の次世代システムは、全国の国税局（所）と税務署をネットワークで結び、申告・納税の事績
や各種情報を入力することにより、国税債権等を一元的に管理するとともに、これらを分析して税務
調査や滞納整理に活用するなど、地域や税目を越えた情報の一元的な管理により、税務行政の根
幹となる各種事務処理の高度化・効率化を図るために導入されたコンピュータシステムである。
・国税庁の次世代システムでは、特定個人情報をオンプレミス環境に保管するか、クラウド環境に保
管するか、又はこれらを併用するか、検討しているところである。
・国税庁の次世代システムは、令和８年度の本格稼働を目指して開発を進めているところであり、今
後の開発過程で、この評価書の記載に影響する事象が生じた場合は、順次適切に対応する。
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項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策
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Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 国税関係事務

 ②事務の内容　※

・国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現等を任務としているところ、特定個人情報保
護評価における特定個人情報ファイルを取り扱う事務として、①個人番号が記載された所得税や消費税
の申告書等の収受（受付事務）、②受け付けた申告書等の処理、納税者からの納税の管理、納税者へ
の還付金の支払、税務調査による適正な申告がなされていることの確認及び期限内に納税がない者へ
の滞納整理等（賦課・徴収事務）がある。
・受付事務では、税務署等において、書面で個人番号が記載された申告書、法定調書、申請・届出書を
収受するほか、申告、法定調書、各種申請・届出について、書面に代えてインターネット、専用線又は認
定クラウド等※を通じて収受を行う。
※「認定クラウド等」とは、申請等を行う者が利用するクラウドサービス又はオンプレミスで、申請等を行
うために利用することを前提として提供事業者が国税庁長官の認定を受けているものをいう。
なお、提供事業者が国税庁長官の認定を受けるためには、認定の対象となるクラウドサービス又はオン
プレミスが、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）のクラウドサービスリストに掲載
されていること、提供事業者及び利用者各々の立場から安全管理措置を講じられていること、サーバが
日本国内に所在していることなど、国税庁告示で定める要件に適合することが必要となる。
・賦課・徴収事務は、税務署において、納税者等から提出される個人番号が記載された所得税や消費税
の申告書等の情報の入力を行い、特定個人情報ファイルとして保存し、申告書等情報及び申告により確
定する納税額や還付金の管理を行うとともに、提出された申告の内容が適正かどうか税務調査により確
認を行い、期限内に納税がされない場合には財産の差押え等の滞納整理などを行うものである。
・これらの一連の業務には、国税庁の次世代システム等のシステムが利用される。

 ①システムの名称 国税庁の次世代システム

 ②システムの機能

 ③対象人数 [ 30万人以上

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満
5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満]

・国税庁の次世代システムは、全国の国税局(所)と税務署をネットワークで結び、申告・納税の事績や各
種の情報を入力することにより、国税債権などを一元的に管理するとともに、これらを分析して税務調査
や滞納整理に活用するなど、地域や税目を越えた情報の一元的な管理により、税務行政の根幹となる
各種事務処理の高度化・効率化を図るために導入されたコンピュータシステムである。
・国税庁の次世代システムは、
①入力した申告・納税の事績等をシステム内に蓄積し、国税債権等の一元的な管理が可能となる。
②決算事績や資料情報等の蓄積した情報を基に、多角的な分析を行うことで、税務調査対象の選定や
滞納整理対象者の抽出を支援するなど、各種事務処理の充実が図られる。
③納税証明書をシステムで作成することにより、納税者からの問合せに対して、より的確かつ迅速に対
応できるなど、税務行政の高度化・効率化や適正・公平な課税の実現及び納税者利便の向上に大きく
寄与する。
なお、国税庁の次世代システムは、電子申告や電子納税等の税務行政のＩCＴ化に不可欠な情報通信
基盤でもある。
・具体的なシステムの機能としては、
 ①納税者ごとに局署整理番号の確認・付番、 ②申告書等の入力（ＯＣＲの活用）、 ③納税者に関する
基本情報や関係者情報の管理、 ④各種税目に係る申告、申請・届出等の情報の管理、 ⑤法定調書等
の資料情報の管理、⑥国税の債権債務の管理、納税証明書の作成、 ⑦税務調査対象者の選定等があ
るが、これらで個人番号を取り扱う。
・令和４年１月より運用を開始した認定クラウド等を通じた申請等の受付については、申請等を行う者が
認定クラウド等の提出領域に申請等情報を記録し、かつ、税務署長に対して申請等情報を閲覧し及び
国税庁の次世代システムに記録する権限（以下「アクセス権限」という。）を付与することにより、申請等
を行うことができるものである。法令上、申請等を行う者が提出領域に申請等情報を記録した時又は税
務署長に対してアクセス権限を付与した時のいずれか遅い時に提出があったものとみなされ、税務署長
はアクセス権限に基づき、認定クラウド等の提出領域にアクセスし、申請等情報の複製を国税庁の次世
代システムに記録することとなる。こうした仕組み上、認定クラウド等の提出領域へは、申請等を行う者
（認定クラウド等の利用者）及びアクセス権限が付与されている税務署長のみアクセスが可能であり、認
定クラウド等の提供事業者はアクセスしない。
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 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （
法人番号システム、eLTAX、日本銀行システム、政府認証基盤（GPKI）、マ
ルチペイメントネットワーク（MPN）、歳入金電子納付システム、マイナポータ
ル、共通送受信システム(CTS)、口座情報登録システム

] 庁内連携システム

）

] 税務システム

[ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

 システム2～5

 システム6～10

 システム11～15

 システム16～20

・個人番号が記載された納税申告書、法定調書等の税務関係書類が提出されることから、法定調書の
名寄せや納税申告書との突合がより正確かつ効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上
し、適正・公平な課税につながるものと期待される。
・住民基本台帳ネットワークシステムの利用が可能となるため、住宅借入金等を有する場合の特別控除
に係る所得税の確定申告手続等における住民票の添付省略、また、国と地方に提出義務のある一定額
以上の給与・年金の源泉徴収票・支払報告書について、電子的提出を一元化できるなどの納税者利便
の向上につながる。

 ５．個人番号の利用　※

 法令上の根拠

１　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27
号）（以下「番号法」という。）
・第９条（利用範囲）関係別表第１　第17の項、第23の項、第38の項
・第９条第６項

２　国税通則法（昭和37年法律第66号）
・第124条（書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等）

３　その他、所得税法（昭和40年法律第33号）第194条（給与所得者の扶養控除等申告書）第１項、内国
税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律（平成９年法律第
110号）第５条（国外財産調書の提出）等

４　租税に関する相互行政支援に関する条約第６条（自動的な情報の交換）等

 ３．特定個人情報ファイル名

(1) 収受・入力特定個人情報ファイル、(2)納税者情報管理特定個人情報ファイル、(3)所得税特定個人情報ファイル、（4）資産税特定個
人情報ファイル、（5）源泉所得税特定個人情報ファイル、（6）酒税特定個人情報ファイル、（7）間接諸税特定個人情報ファイル、（8）債権
管理特定個人情報ファイル、（9）非課税貯蓄限度額管理特定個人情報ファイル、(10)資料調査特定個人情報ファイル、(11)少額投資非
課税口座管理特定個人情報ファイル、 (12)法人税特定個人情報ファイル、(13)消費税特定個人情報ファイル、(14)査察特定個人情報
ファイル、(15)不服申立・訴訟・事前照会・外国公館等免税指定店舗関係特定個人情報ファイル、(16)徴収特定個人情報ファイル、(17)
租税に関する法律に基づく調査（犯則事件の調査を除く。）により取得した特定個人情報ファイル、(18)租税に関する法律に基づく犯則
事件の調査により取得した特定個人情報ファイル

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ①事務実施上の必要性

・番号制度に関する税制上の措置として、納税申告書や法定調書等の税務関係書類に個人番号の記
載を求める措置が講じられた。
・このため、個人番号付きの納税申告書、法定調書等の税務関係書類を受付（収受）することとなり、受
付（収受）した納税申告書等は、原本として保存することとなるため、特定個人情報ファイルを保有するこ
ととなる。
・受付（収受）した納税申告書等は、国税庁の次世代システムに入力し、特定個人情報ファイルとして国
税債権などを一元的に管理する必要があるため保有する。また、税務行政の高度化・効率化や適正・公
平な課税を実現するために、特定個人情報ファイルを分析して税務調査や滞納整理に活用する必要が
あるため保有する。

 ②実現が期待されるメリット
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]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①実施の有無 [ 実施しない

 ８．他の評価実施機関

―

 ②法令上の根拠 ―

 ７．評価実施機関における担当部署

 ①部署 国税庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室

 ②所属長の役職名 国税庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室長
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 （別添1） 事務の内容

次世代システム

（賦課・徴収機能）

国
税
当
局

特定個人情報の流れ

特定個人情報以外の流れ

メッセージ

ボックス

納税者 法定調書提出義務者

納税者等

金融機関等

インターネット

回線又は専用線

政府認証基盤（ＧＰＫＩ）

(17) 租税に関する法律に基づく調査（犯則事件の調査を除く。）により取得した特定個人情報

ファイル

(18) 租税に関する法律に基づく犯則事件の調査により取得した特定個人情報ファイル

(3) 所得税特定個人情報ファイル(所得税の申告情報等)

(4) 資産税特定個人情報ファイル(相続税の申告情報等)

(5) 源泉所得税特定個人情報ファイル(源泉所得税の申告情報等)

(6) 酒税特定個人情報ファイル(酒税の申告情報等)

(7) 間接諸税特定個人情報ファイル(印紙税の申告情報等)

(10) 資料調査特定個人情報ファイル（法定調書情報等）

(8) 債権管理特定個人情報ファイル(納税額、還付金の管理情報等)

(12) 法人税特定個人情報ファイル(法人税の申告情報等)

(11) 少額投資非課税口座管理特定個人情報ファイル(NISA口座の申告情報等)

(9) 非課税貯蓄限度額管理特定個人情報ファイル(非課税貯蓄に係る申告情報等)

(2) 納税者情報管理特定個人情報ファイル(納税者等の基本情報)

日本銀行

（収受・入力機能）

書面

による受付

(1) 収受・入力特定個人情報ファイル

外部連携処理

外部委託業者

地方税共同機構（eLTAX）

地方公共団体情報システム機構

法人番号システム

（法人番号の付番等）
免税販売管理システム

海外連携

電子納付

地方税連携

日本銀行連携

収納情報連携

法人番号連携

インターネット

回線又は専用線

【凡例】

特定個人情報ファイル

(13） 消費税特定個人情報ファイル(消費税の申告情報等)

法定調

書情報

のデータ

化

証明書の

有効性の

確認

外部機関等

各種お知らせの確認

外国税務当局（CTS）

IRS(IDES)

マルチペイメントネットワーク

会計センター(REPS)

情報提供ネットワークシステム

(コアシステム)

マイナポータル

収納代行業者

住民基本台

帳ネット

ワークシス

テムを用い

た本人確認

情報の照会

J-LIS連携

委託先連携

電子納付税務調査・

法定監査・

賦課決定

他省庁

事務の内容

他省庁連携

ｅ－Ｔａｘによる提出
認定クラウド等

による提出

口座情報登録

システム

公的給付

支給等口座

登録簿情報

(14) 査察特定個人情報ファイル（犯則調査関係情報等）

(15） 不服申立て・訴訟・事前照会・外国公館等免税指定店舗関係特定個人情報ファイル

クレジットカード納付業者

スマホアプリ納付業者

申告書等情報の入力

税務署等で収受

AI-OCR

書面による提出

(16） 徴収特定個人情報ファイル(滞納整理に関する情報等)

各種お

知らせ

の確認

お知ら

せ情報

の通知

マイナポータル

連携

ｅ－Ｔａｘ

による受付

認定クラウド等

による受付
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（備考）
【国税庁の次世代システムの概要】
申告・納税の事績や各種情報を入力することにより、国税債権等を一元的に管理するとともに、これらを分析して税務調査や滞納整理
に活用するなど、地域や税目を越えた情報の一元的な管理を行うシステム

【国税庁の次世代システムの主な機能】
(イ)申告書等の入力、(ロ)納税者に関する基本情報や関係者情報の管理、(ハ)各種税目に係る申告、申請・届出等の情報の管理、(ニ)
法定調書等の資料情報の管理、(ホ)国税の債権債務の管理、納税証明書の作成、(ヘ)税務調査対象者の選定

【国税庁の次世代システムにおける賦課・徴収の事務の流れ】
①納税者等が申告書等の提出を行う、②申告書等の受付（収受）を行う、③申告書、法定調書等を国税庁の次世代システムへ入力す
る、④申告書等を提出した者に係る個人番号について住民基本台帳ネットワークシステムへ本人確認情報の照会を行う、⑤申告書・
法定調書情報等について、地方税当局への提供及び地方税当局からの入手を行う、⑥必要に応じて税務調査、賦課決定等を行う。

※令和４年度よりクラウド環境上に構築したAI-OCRも併用し、データエントリー（データ入力）をしている。
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2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

]
1） 10項目未満 2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 その妥当性

個人番号、個人番号対応符号、４情報、その他識別番号（内部番号）及びその他住民票関係情報：対象
者を正確に特定するために保有
４情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のために保有
国税関係情報：申告書等を受け付け、データベースへ格納・連絡するために保有
地方税関係情報：地方税当局への情報連携のために保有

[ ] その他

 ③対象となる本人の範囲　※
各税法等の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている者
（納税申告者、その扶養親族、法定調書提出義務者、法定調書の対象となる金銭受領者等）。

 その必要性

・内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、法定調書の名寄せや納税申告書等との突合
が正確かつ効率的にできるよう、個人番号を利用する。
・納税者が納税申告書を提出する際、住民票の添付が省略できるなどの納税者利便性の向上のために
利用する。

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(1)収受・入力特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

[ ○ ] その他識別情報（内部番号）

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号 [ ○ ] 個人番号対応符号

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

[ ○ ] 連絡先（電話番号等）

[ ○ ] その他住民票関係情報

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

] 雇用・労働関係情報 [

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和８年度（予定）

（ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[

] 年金関係情報

] 災害関係情報

[

 ⑥事務担当部署
課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室 、審理室、管理運営課、徴収
課、国税不服審判所、国際業務課、相互協議室

8



[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ デジタル庁

] 本人又は本人の代理人

[ （ ）

）

] 庁内連携システム

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○

] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 法定調書提出義務者、外国税務当局、地方公共団体情報システム機構

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （

[ ○ ] 民間事業者 （ 金融機関の営業所等、金融商品取引業者等の営業所 ）

[ ○ ] 専用線

）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

）

○ ] その他 （

[ ] 電子メール

 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[

【本人又は本人の代理人、民間事業者、法定調書提出義務者からの紙、電子記録媒体、e-Tax又は認
定クラウド等による入手】
個人番号が記載された納税申告書、法定調書、各種申請・届出の書面又はデータを受付（収受）する都
度、特定個人情報を入手することとなる。
認定クラウド等では、特定ファイルに申請等情報が記録された時又は税務署長に対して当該申請等情
報を閲覧し及び国税庁の次世代システムに記録する権限が付与された時のいずれか遅い時に特定個
人情報を入手したものとみなされることとなる。
・上記の各種申請・届出の提出時期については、所得税法第120条（確定所得申告）第１項等の各税法
に規定されているところである。
例えば、
①所得税の確定申告書（所得税法第120条）については、２月16日から３月15日の期間
②贈与税の申告書については、２月１日から３月15日の期間
などとされている。

【外国税務当局からの入手】
租税条約等に基づき、毎年９月末までに、外国の税務当局から個人番号を含む金融口座情報の提供を
受ける。

【情報提供ネットワークシステムからの入手】
国税庁の次世代システムからの各種お知らせ情報の通知をマイナポータル利用者へ連絡する際に、個
人番号対応符号を取得する。

 ④入手に係る妥当性

【本人又は本人の代理人、民間事業者、法定調書提出義務者からの紙、電子記録媒体、e-Tax又は認
定クラウド等による入手】
・国税の多くは申告納税制度であるため、本人から入手を行うとともに、的確な指導や税務調査に活用
するために法定調書の提出を義務付けており、法定調書提出義務者からの入手も行っている。これらの
措置として、国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める措置
が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、e-Tax、電子記録媒体又は認定クラウド等による
提出も認めている。ただし、認定クラウド等による提出が可能な申請等は、国税庁長官が定めるものに
限る。

【外国税務当局からの入手】
租税条約等に基づき、個人番号を含む金融口座情報の提供を受けることとされている。

【情報提供ネットワークシステムからの入手】
国税庁の次世代システムからの各種お知らせ情報の通知をマイナポータル利用者へ情報提供ネット
ワークシステムを経由して連絡する際に、個人番号対応符号を利用して対象者（マイナポータル利用者）
を特定する必要がある。

[

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

e-Tax（インターネット回線）、共通送受信システム（CTS)、住民基本台帳ネッ
トワークシステム、認定クラウド等

）

 ③入手の時期・頻度
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＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ]
1） 10人未満

 変更の妥当性 ―

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める措置を規定する
ことにより、国税当局が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※

・内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、法定調書等の名寄せや納税申告書等との突
合が正確かつ効率的にできるよう、個人番号を利用する。
・納税者が納税申告書を提出する際、住民票の添付が省略できるなどの納税者利便性の向上のために
利用する。
・国税庁の次世代システムからの各種お知らせ情報の通知をマイナポータル利用者へ連絡する際に、
対象者（マイナポータル利用者）を特定するため、個人番号及び個人番号対応符号を利用する。

―

 情報の統計分析
※

個人の属性・特徴等に着目した分析は行わず、受付件数等の統計処理のみ行う。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

 ⑧使用方法　※

・住所・氏名のほか、個人番号が記載された納税申告書を納税者から受け取る。
・住所・氏名のほか、個人番号が記載された法定調書（給与所得の源泉徴収票等）を法定調書提出義務
者（企業等）から受け取る。
・住所・氏名のほか、個人番号を含む金融口座情報を外国税務当局から受け取る。
・受け取った電子情報をデータベースへ連絡し、国税債権等を一元管理するとともに、これらを分析して
税務調査等に活用する。
・受け取った書面をAI-OCRでデータ化（イメージ化・テキスト化）して、イメージを格納するとともに、テキ
ストをデータベースへ連絡し、国税債権等を一元管理するとともに、これらを分析して税務調査等に活用
する。
・国税庁の次世代システムからの各種お知らせ情報の通知をマイナポータル利用者へ連絡する際に、
地方公共団体情報システム機構に対し、個人番号による個人番号対応符号の提供依頼を行い、情報提
供ネットワークシステムから個人番号対応符号を取得するとともに、個人番号対応符号を利用して対象
者（マイナポータル利用者）を特定し、マイナポータルのフォルダ開設有無を確認する。また、マイナポー
タルのフォルダの開設がある場合は、マイナポータルから返却される開設結果連絡に格納された処理通
番を利用して、マイナポータルの該当フォルダへお知らせ情報の通知を行う。

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室、審理室、査察課、調
査課、管理運営課、徴収課、国税不服審判所、国際業務課、相互協議室

 使用者数

―

 ⑨使用開始日 令和８年度（予定）

 情報の突合　※
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＜選択肢＞
1） 委託する 2） 委託しない

（ ）　件

1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ]

 対象となる本人の
範囲　※

 その妥当性

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ]

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 委託事項1

 ①委託内容

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ ] 1） 再委託する 2） 再委託しない

[ ] その他

[
] フラッシュメモ
リ

[ ] 紙

（ ）

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 委託事項2～5

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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提供先２ 地方公共団体

[ ] 行っていない

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

○ ] 提供を行っている （ 1 ） 件

 提供先1 内閣総理大臣（口座情報登録システム）

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 提供・移転の有無
[

公的給付支給等口座登録簿情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

e-Taxによる所得税の還付申告書等を提出した者のうち、口座情報の提供に同意した者

 ②提供先における用途 公的給付の迅速かつ確実な支給のため

 ③提供する情報

 ①法令上の根拠
番号法第19条第２号、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関す
る法律第５条

1,000万人以上

[ ] その他 （ ）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 電子メール
 ⑥提供方法

[

 ⑦時期・頻度 国税当局に所得税の還付申告書等が提出された都度、口座情報登録システムへ提供を行う。

 ①法令上の根拠 番号法第19条第10号、地方税法第325条等

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

番号利用開始以降、申告所得税に係る申告書を提出した者及びその扶養親族等

 ⑥提供方法

[ ] 庁内連携システム [ ○ ] 専用線

[ 1,000万人以上 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 住民税の賦課決定

 ③提供する情報 所得税の申告書情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度 国税当局に所得税の申告書が提出された都度提供を行う。

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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4） 100万人以上1,000万人未満

[ ] その他 （ ）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

5） 1,000万人以上

提供先３～5

提供先6～10

提供先11～15

提供先16～20

 移転先1

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ①法令上の根拠

 ②移転先における用途

3） 10万人以上100万人未満

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満

移転先11～15

移転先16～20

移転先6～10

移転先２～５

 ⑦時期・頻度
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＜選択肢＞
1） 1年未満
4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

[ 20年以上

 ③消去方法

・情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、職員のオペレーション又はシステムによ
り自動的に消去する。
・認定クラウド等は、申請等を行う者（認定クラウド等の利用者）が通常業務で利用しているものであり、
提出領域に記録されている申請等情報は利用者の責任において消去されるが、税務署長に対してアク
セス権限が付与されている申請等情報は消去することができない。

2） 1年 3） 2年

]

 ②保管期間

 期間

 ７．備考

・コンピュータセンターにおいて、国税庁の次世代システムの運用支援の委託を行う予定であるが、プログラムの運用・稼働等について
の支援を委託する予定であり、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置を講じている。
・令和８年度よりAI-OCRも併用し、データ入力をする予定である。
・クラウドサービスを利用することとなった場合、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスしない。
・認定クラウド等の提供事業者は、個人情報にはアクセスしない。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政
文書の管理について必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）に
おいて、業務に係る行政文書の類型ごとに、保存期間を定めている。
※1　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20
年以上にチェックをしている（保存期間の例として、納税申告書は７年間、申請書は承認の効力が消滅
等する日に係る特定日以後７年などとされている）。
※2　認定クラウド等においては、提出領域に申請等情報が記録される都度、当該申請等情報を一の単
位として税務署長に対してアクセス権限が付与される。税務署長に対してアクセス権限が付与されてい
る申請等情報は、提出領域に申請等情報が記録された日又は税務署長に対して申請等情報を閲覧し
及び国税庁の次世代システムに記録する権限が付与された日のいずれか遅い日から、当該権限を税
務署長が解除した日までの期間（一年未満の範囲に限る。）保存することが、法令で義務付けられてい
る。

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

※国税庁の次世代システムでは、オンプレミス環境に保管するか、クラウド環境に保管するか、又はこ
れらを併用するか、検討しているところである。ただし、認定クラウド等による提出の場合は、認定クラウ
ド内に保管される。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2) クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。
(3)認定クラウド等における立入り・アクセス制限
・国税庁長官の定めるクラウド認定基準に基づき、認定クラウド等の提供事業者及び利用者の責任にお
いて、提供事業者及び利用者各々の立場から安全管理措置（立入り、アクセス制限を含む。）を講じた
認定クラウド等で保管する。
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

利用者情報、利用者識別番号発番、事績集計別送書類情報、受付番号排他情報、口座情報、国庫金収納機関取扱情報、国際情報交
換データ、国際情報交換年番号、プレプリント対象者管理情報、所得申告取得用情報、期日指定納付情報、法人内訳書等情報、法人
申告取得用情報、法定調書管理情報、海外通知格納情報、申告時利用者情報、発送対象情報、登録免許税等情報、管理番号、納付
区分番号、資料化対象情報、送信事績、非課税口座届出書情報、ＣＳＶデータ格納情報、非課税適用確認結果一覧、連携対象者管理
情報、法定調書お知らせ管理情報、受信情報、個人申告管理情報、地方税連携ファイル情報、法人申告管理情報、連結法人みなし紐
づけ情報、消費申告管理情報、贈与申告管理情報、精算課税届出管理情報（贈与）、添付ファイル情報、更正通知書等情報、課税事績
情報、帳票情報、イメージデータ情報、符号管理情報、納付受託者、利用者識別番号、本人確認情報、法人発送対象情報、消費発送
対象情報、所得発送対象情報、所得プレプリント格納税理士情報、送付事績情報、返戻事績情報、回答状況管理情報、外部委託送付
事績登録状況管理情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(2)納税者情報管理特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
各税法の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている者（申
告書提出者、法定調書提出義務者等）。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの
税務調査や原処分が適正であったかどうか判断するための調査・審理を実施する際に、個人番号を利
用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性

個人番号、４情報及び、その他識別情報（内部番号）及びその他住民票関係情報：対象者を正確に特定
するために保有
４情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のため保有
国税関係情報：申告事績等の照会・ 管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和８年度（予定）

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署
課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室、管理運営課、徴収課、国税
不服審判所
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 法定調書提出義務者、地方公共団体情報システム機構 ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 金融機関の営業所等、金融商品取引業者等の営業所 ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ○ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示

【本人又は本人の代理人、法定調書提出義務者、民間事業者からの入手】
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定すること
により、国税当局が個人番号を入手することが明示されている。
【地方公共団体情報システム機構】
番号法第14条第２項において、地方公共団体情報システム機構に対し機構保存確認情報の提供を求
めることができる旨が規定され、国税当局が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情
報を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※

・内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、法定調書の名寄せや納税申告書等との突合
が正確かつ効率的にできるよう、個人番号を利用する。
・納税者が納税申告書を提出する際、住民票の添付が省略できるなどの納税者利便性の向上のために
利用する。

 変更の妥当性 ―

e-Tax（インターネット）、住民基本台帳ネットワークシステム ）

 ③入手の時期・頻度

【本人又は本人の代理人、法定調書提出義務者、民間事業者からの入手】
個人番号が記載された納税申告書、法定調書、各種申請・届出を受付（収受）することにより特定個人
情報を入手するが、その提出時期については、所得税法第120条第１項等の各税法に規定されていると
ころである。
例えば、
①所得税の確定申告書（所得税法第120条）については、２月16日から３月15日の期間
②贈与税の申告書については、２月１日から３月15日の期間
③相続税の申告書については、死亡したことを知った日の翌日から10月以内
などとされている。
【地方公共団体情報システム機構からの入手】
上記により提出された申告書等に記載された個人番号の確認のため必要な時に、地方公共団体情報シ
ステム機構に対し、機構保存本人確認情報の提供を求める。

 ④入手に係る妥当性

【本人又は本人の代理人、法定調書提出義務者、民間事業者からの入手】
・国税の多くは申告納税制度であるため、本人から入手を行うとともに、的確な指導や税務調査に活用
するために法定調書の提出を義務付けており、法定調書提出義務者からの入手も行っている。これらの
措置として、国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨が
規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、e-Tax又は認定クラウド等による提出も認めてい
る。
【地方公共団体情報システム機構からの入手】
番号法第14条（提供の要求）第２項において、地方公共団体情報システム機構に対し、機構保存本人確
認情報の提供を求めることができる旨が規定されている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、消費税室、調査課、査察課、管
理運営課、徴収課、国税不服審判所

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満
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 ⑧使用方法　※

・納税者情報の登録を行う。
・納税者情報の異動情報を管理する。
・納税管理人等の関係者の管理を行う。
・住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認
情報の提供を受け、申告書等に記載された本人確認情報の確認を行う。
・個人番号及び法人番号を既存の部内番号との関連付けを行う。

 情報の突合　※ ―

 情報の統計分析
※

―

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

―

 ⑨使用開始日 令和８年度（予定）
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 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ ）　件

 委託事項1

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する

 その妥当性

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

] 紙

[ ] その他 （ ）

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

※国税庁の次世代システムでは、オンプレミス環境に保管するか、クラウド環境に保管するか、又はこ
れらを併用するか、検討しているところである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法 情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動的に消去する。

 ７．備考

コンピュータセンターにおいて、国税庁の次世代システムの運用支援の委託を行う予定であるが、プログラムの運用・稼働等についての
支援を委託する予定であり、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置を講じる。
なお、クラウドサービスを利用することとなった場合、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスしないこととする。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政
文書の管理について必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）に
おいて、業務に係る行政文書の類型ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年
以上にチェックをしている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

納税者情報、税目住所等情報、お問い合わせ番号管理情報、連絡先情報、関係者情報、納税者異動履歴、法人更新情報、登記情報、
管轄転属情報、課金管理情報、住民基本情報、転出税目情報、要確認納税者情報、納税者併合事案情報、納税地併合事案情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(3)所得税特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
所得税法等の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている
申告書提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの
税務調査を実施する際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性

個人番号、４情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
４情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のため保有
国税関係情報：申告事績等の管理のために保有
地方税関係情報：地方税当局への情報連携のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和８年度（予定）

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 個人課税課
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ 地方公共団体 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ○ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示

【本人又は本人の代理人からの入手】
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定すること
により、国税当局が個人番号を入手することが明示されている。
【地方公共団体からの入手】
所得税の適正な課税を行うため、地方税法第72条の58、317条及び番号法第19条第10号等に基づき、
地方税当局より必要な情報の提供を受ける旨が規定されている。

 ⑥使用目的　※

・所得税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税申告書と資料情報等の突合が正確かつ
効率的にできるよう、個人番号を利用する。
・納税者が納税申告書を提出する際、住民票の添付が省略できるなどの納税者利便性の向上のために
利用する。

 変更の妥当性 ―

e-Tax（インターネット） ）

 ③入手の時期・頻度

【本人又は本人の代理人からの入手】
個人番号が記載された納税申告書、各種申請・届出書を受付（収受）することにより特定個人情報を入
手するが、その提出時期については、所得税法第120条第１項等の各税法に規定されているところであ
る。
例えば、所得税の確定申告書（所得税法第120条）については、「２月16日から３月15日の期間」などとさ
れている。
【地方公共団体からの入手】
所得税の適正な課税を行うため、地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の58（道府県知事の通知義
務）、317条（市町村による所得の計算の通知）及び番号法第19条第10号等に基づき、地方税当局より
必要な情報の提供を受ける旨が規定されており、これらの法令に該当する際に提供を受ける。

 ④入手に係る妥当性

【本人又は本人の代理人からの入手】
・申告納税制度であるため、本人から入手を行っている。その措置として、国税通則法第124条等の国税
関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、e-Taxによる提出も認めている。
【地方公共団体からの入手】
所得税の適正な課税を行うため、地方税法第72条の58、317条及び番号法第19条第10号等に基づき、
地方税当局より必要な情報の提供を受ける旨が規定されている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、査察課、管理運営課、徴収課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満
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 ⑧使用方法　※

Ⅰ所得税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務
　・納税者から提出された申告書に基づき、課税標準・税額の決定を行う。
　・加算税の賦課決定を行う。
Ⅱ所得税の課税標準の調査に関する事務
　・調査対象の選定を行う。
　・税務調査を行う対象者の申告内容の確認を行う。

 情報の突合　※
納税申告書に記載された情報と資料情報との突合を行い、課税標準や税額等の計算が所得税法等の
規定に従っているか確認する。

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された所得税の申告内容や各種資料情報を基に、業種・業態・事業規模といった
観点から分析して、調査対象の選定を行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が所得税法等の国税関係法律の規定に従っていな
かった場合には、更正又は加算税の賦課決定を行う。

 ⑨使用開始日 令和８年度（予定）
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 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ ）　件

 委託事項1

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する

 その妥当性

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

] 紙

[ ] その他 （ ）

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ] 行っていない

 提供先1 地方公共団体

 ①法令上の根拠 番号法第19条第10号、地方税法第325条等

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 1 ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

番号利用開始以降、申告所得税に係る申告書を提出した者及びその扶養親族等

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 住民税の賦課決定

 ③提供する情報 所得税の申告書情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 国税当局に所得税の申告書が提出された都度提供を行う。

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

※国税庁の次世代システムでは、オンプレミス環境に保管するか、クラウド環境に保管するか、又はこ
れらを併用するか、検討しているところである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法 情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動的に消去する。

 ７．備考

コンピュータセンターにおいて、国税庁の次世代システムの運用支援の委託を行う予定であるが、プログラムの運用・稼働等についての
支援を委託する予定であり、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置を講じる。
なお、クラウドサービスを利用することとなった場合、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスしないこととする。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政
文書の管理について必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）に
おいて、業務に係る行政文書の類型ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年
以上にチェックをしている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

青色申請書情報、納税地外更新情報、電子申請書情報、識別番号通知書情報、納税地異動対象者、個別事績引継受信情報、転出入
基本情報、転入事績、申告書情報、申告書誤り連絡せん、決算書等誤り連絡せん、所得消費索引情報、決算書等情報、課税台帳索引
対象者、国外調書情報、業務雑所得者名簿情報、電子留保対象者、イメージ訂正対象者、還付留保未済者、還付留保解除済、電子明
細情報、財産債務データ、申告書誤り作成者名簿、番号照会個別情報、番号確認票、住民登録情報確認票、期中・事後処理登録結
果、番号照会情報、予定納税額通知書、予定納税異動事績、予定納税額入力情報、121条・特農見込者、関係者情報、予定納税通11
条対象者、予定確定変換除外者、予定基準額確認対象者、特殊収支封入対象業種、決算書付表封入対象業種、確定申告書発送対象
者、青色決算書発送対象者、確定申告書発送対象者転入情報、高額所得者情報、新規見込対象情報、納税相談、記帳指導等対象
者、一次選定基準、基準金額、分布状況確認表等集計、業種別売上階級情報、同業者順位付け情報、要事後処理対象者、簡易事後
処理対象者、扶養是正仮登録対象者、要実地調査対象者、推計抽出結果、概況確認対象者、署内基本情報照会結果、関連納税地等
照会結果、業種別指導対象者、ランダム抽出情報、任意抽出情報、補完対象者、納税者索引簿抽出情報、住所納税抽出情報、事業所
納税抽出情報、住所地用抽出情報、事業所用抽出情報、事業承継納税者抽出情報、納税管理人抽出情報、地域別納税者抽出情報、
法人支店情報、住所納税名簿、事業所納税名簿、住所地用名簿、事業所用名簿、不正還付者抽出情報、分析カ－ド個別対象者、活用
対象者抽出情報、申請用情報、一般用情報、加算税用情報、別表用情報、重加算税用情報、過少申告加算税情報、誤り連絡せん用
情報、課税事績更新情報、処理事績更新情報、処理加算税更新情報、処理繰損事績更新情報、受領証対象情報、不徴収決議書入力
対象者、国外加算税用情報、復興税関連情報、施行解除対象者、電子連絡決議事績情報、電子連絡不可事績情報、住宅控除情報、
住宅控除証明書情報、税源移譲控除申告書情報、番号移行抽出情報、重複申告検索対象者、申告審理分析情報、番号記載申告蓄積
情報、調査手続情報、課税事績第二表情報、個人課税台帳索引情報、電子明細書給与情報、電子明細書特定口座情報、期限延長情
報、永年追加除外情報、業種平均分析情報、組合等基本情報、本人確認済情報、事後処理管理、会計検査院情報、加算税状況情報、
居住期間情報、個別管理情報、概況確認事績、管理抽出基準情報、関与税理士情報、還付連絡用情報、決算書等損益情報、会計検
査院対象者情報、確認対象者管理、課税事績公的年金情報、決算書等給与情報、課税事績情報、地方税連絡データ情報、農業免税
所得申告者管理、納税相談事績、納税地等個別情報、資料情報抽出基準情報、災害地域指定情報、調査損益情報、消費事後処理事
績、調査申告情報、証明事績、指導（各説明会）等事績、申告審理情報、課税処理情報、申請書事績、申告審理事績、所得事後処理
事績、調査事績、短期累犯事績管理情報、転出入事績管理、適正申告のしょうよう事績、予定納税事績、税源移譲計算明細書情報、
調査是否認情報、財産債務情報
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 ⑥事務担当部署 資産課税課

 その妥当性
個人番号、４情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
４情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のために保有
国税関係情報：申告事績等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和８年度（予定）

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの
税務調査を実施する際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(4)資産税特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
所得税法、相続税法等の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することと
されている申告書提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]
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納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が所得税法等の規定に従っていなかった場合に
は、更正又は加算税の賦課決定を行う。

 ⑨使用開始日 令和８年度（予定）

 ⑧使用方法　※

Ⅰ譲渡所得等に係る所得税、相続税及び贈与税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務
　・納税者から提出された申告書に基づき、課税標準・税額の決定を行う。
　・加算税の賦課決定を行う。
Ⅱ譲渡所得等に係る所得税、相続税及び贈与税の課税標準の調査に関する事務
　・調査対象の選定を行う。
　・税務調査を行う対象者の申告内容の確認を行う。

 情報の突合　※
納税申告書に記載された情報と資料情報との突合を行い、課税標準や税額等の計算が所得税法等の
規定に従っているか確認する。

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された所得税等の調査事績や申告事績と法定調書・資料情報との関連性を分析し
て、調査対象の選定を行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、査察課、管理運営課、徴収課、審理室

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定すること
により、国税当局が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※

・所得税、相続税、贈与税等の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税申告書と資料情報等
の突合が正確かつ効率的にできるよう、個人番号を利用する。
・納税者が納税申告書を提出する際、住民票の添付が省略できるなどの納税者利便性の向上のために
利用する。

 変更の妥当性 ―

e-Tax（インターネット） ）

 ③入手の時期・頻度

個人番号が記載された納税申告書、各種申請・届出書を受付（収受）することにより特定個人情報を入
手するが、その提出時期については、所得税法第120条第１項などの各税法に規定されているところで
ある。
例えば、
①所得税の確定申告書（所得税法第120条）については、２月16日から３月15日の期間
②贈与税の申告書については、２月１日から３月15日の期間
③相続税の申告書については、死亡したことを知った日の翌日から10月以内
などとされている。

 ④入手に係る妥当性
・申告納税制度であるため、本人から入手を行っている。その措置として、国税通則法第124条等の国税
関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、e-Taxによる提出も認めている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[
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 委託事項16～20

 委託事項11～15

 委託事項6～10

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 その妥当性

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満

 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ ）　件

 委託事項1

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する
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 移転先16～20

 移転先11～15

 移転先6～10

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先1

 ①法令上の根拠

 提供先16～20

 提供先11～15

 提供先6～10

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

[ ○ ] 行っていない

 提供先1
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 ７．備考

コンピュータセンターにおいて、国税庁の次世代システムの運用支援の委託を行う予定であるが、プログラムの運用・稼働等についての
支援を委託する予定であり、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置を講じる。
なお、クラウドサービスを利用することとなった場合、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスしないこととする。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政
文書の管理について必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）に
おいて、業務に係る行政文書の類型ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年
以上にチェックをしている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

※国税庁の次世代システムでは、オンプレミス環境に保管するか、クラウド環境に保管するか、又はこれ
らを併用するか、検討しているところである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法 情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動的に消去する。
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

相続税申告情報、物件情報、納税相談事績情報、申告事績情報、転出入情報、相法第５８条通知書情報、出力依頼書情報、固定資産
税評価倍率情報、相続税還付情報、加算税処分理由情報、加算税特例管理情報、相続税口座取消情報、相続税被相続人情報、相続
税管理情報、相続税統計資料情報、相続税財産取得者情報、相続税申告案内情報、周知文基準情報、相続税周知文対象者情報、相
続税調査指令情報、相続税調査対象者情報、資産税情報保有年数情報、相続税電子申告情報、相続税減額連絡蓄積情報、資産税法
人納付事績情報、資産税法人理事等情報、相続税実地調査情報、相続税査察事績管理情報、申告状況集計情報、相続税決議連絡蓄
積情報、相続税更正決定情報、相続税還付連絡蓄積情報、相続税更正請求理由情報、相続税加算税情報、相続税更正請求情報、相
続税還付留保解除情報、資産税社団法人等情報、相続税債権連絡蓄積情報、相続税申告審理情報、相続税統計資料情報、相続税調
査情報、相続税事案情報、財産取得者情報、贈与調査情報、災害等延長期限情報、贈与減額連絡蓄積情報、贈与事案情報、贈与受
贈者情報、教育資金情報、贈与過去事案情報、贈与更正決定理由情報、贈与決議連絡蓄積情報、暦年課税贈与者情報、贈与申告情
報、贈与査察事績管理情報、精算課税受贈者情報、贈与更正請求理由情報、贈与更正請求情報、贈与申告審理情報、贈与資料せん
情報、贈与資料索引情報、精算課税申告情報、精算課税届出情報、新増築情報、精算課税贈与者情報、贈与電子申告情報、贈与本
人確認蓄積情報、贈与住借情報、贈与買入情報、贈与加算税情報、贈与債権連絡蓄積情報、贈与基本情報、贈与特例情報、物件情
報、調査事績明細情報、調査対象者所得連絡情報、調査事績情報、調査決裁済情報、はがき対象者情報、返戻情報、事案情報、要処
理選定除外基準情報、譲渡住借情報、譲渡申告情報、譲渡者住所情報、株式審理申告分析情報、株式調査事績情報、国外送金情
報、国外移管情報、人格付過年分資料、株式人格情報、株式審理株式調査情報、譲渡局別基準、株式審理過年分資料情報、株式審
理階級分析情報、株式申告情報、株式人格履歴情報、株式審理所得調査情報、基礎控除額、計算明細書報、株式申告審理情報、株
式審理株式資料情報、株式申告事績集計情報、株式審理特定口座情報、株式審理対象者情報、株式審理課税事績情報、資料明細情
報、譲渡内訳書情報、納税相談情報、プレプリント対象者情報、資料情報、譲渡署別基準、申告審理情報、資料索引情報、申告事績集
計情報、国外転出事案情報、譲渡内訳書情報、超大口資産家詳細情報、グループ管理連絡情報、人的管理情報、株式納税猶予情
報、会社情報異動事績蓄積情報、特別関係者詳細情報、株式納税猶予処理事績情報、株式納税猶予承継贈与者情報、株式納税猶予
贈与計算書情報、継続管理対象者情報、納税猶予異動事績蓄積情報、資産税住所変更情報
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 ⑥事務担当部署 法人課税課

 その妥当性
個人番号、４情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
４情報及び連絡先：対象者との連絡及び各種通知書送付のために保有
国税関係情報：申告事績等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和８年度（予定）

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの
税務調査を実施する際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(5)源泉所得税特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
所得税法等の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている
届出提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]
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源泉徴収義務者による所得税の徴収及び納付が所得税法等の国税関係法律の規定に従っていなかっ
た場合には、納税の告知又は加算税の賦課決定を行う。

 ⑨使用開始日 令和８年度（予定）

 ⑧使用方法　※

Ⅰ源泉徴収に係る所得税の賦課に関する事務
　・源泉徴収義務者の納税義務の有無を確認する。
　・加算税の賦課決定を行う。
Ⅱ源泉徴収に係る所得税の調査に関する事務
　・調査対象の選定を行う。
　・税務調査を行う対象者の源泉徴収の確認を行う。

 情報の突合　※
納付情報と資料情報との突合を行い、課税標準や税額等の計算が所得税法等の規定に従っているか
確認する。

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された納付情報や各種資料情報を基に、業種・業態・事業規模といった観点から分
析して、調査対象の選定を行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、法人課税課、査察課、管理運営課、徴収課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定すること
により、国税当局が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
源泉徴収が適正に行われているか確認するため、納付情報と資料情報との突合が正確かつ効率的にで
きるよう、個人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

e-Tax（インターネット） ）

 ③入手の時期・頻度

個人番号が記載された納税申告書、各種申請・届出書を受付（収受）することにより特定個人情報を入
手するが、その提出時期については、所得税法第230条（給与等の支払をする事務所の開設等の届出）
等に規定されているところである。
例えば、給与等の支払をする事務所の開設等の届出については、事実があった日から１月以内などとさ
れている。

 ④入手に係る妥当性

・源泉徴収義務者の徴収義務及び納税が適正に履行されているか確認を行うため、源泉徴収義務者か
ら入手を行っている。その措置として、国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人
番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、e-Taxによる提出も認めている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[
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 委託事項16～20

 委託事項11～15

 委託事項6～10

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 その妥当性

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満

 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ ）　件

 委託事項1

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する
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 移転先16～20

 移転先11～15

 移転先6～10

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先1

 ①法令上の根拠

 提供先16～20

 提供先11～15

 提供先6～10

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

[ ○ ] 行っていない

 提供先1
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 ７．備考

コンピュータセンターにおいて、国税庁の次世代システムの運用支援の委託を行う予定であるが、プログラムの運用・稼働等についての
支援を委託する予定であり、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置を講じる。
なお、クラウドサービスを利用することとなった場合、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスしないこととする。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政
文書の管理について必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）に
おいて、業務に係る行政文書の類型ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年
以上にチェックをしている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

※国税庁の次世代システムでは、オンプレミス環境に保管するか、クラウド環境に保管するか、又はこれ
らを併用するか、検討しているところである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法 情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動的に消去する。
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

基本情報、災害延長情報、併合管理情報、合計表情報、源泉区分履歴管理情報、個別管理履歴情報、納期延長届出確認情報、実地
以外調査情報、調査除外期間、金融機関情報、未成年者口座課税管理情報、扶養是正支払者情報、扶養是正受給者情報、源泉併合
情報、源泉転出入異動履歴管理情報、源泉統合情報、担当者設定情報、納税者管理情報更新情報、基本事故個情報、基本事故法情
報、電子異動申請情報、電子異動排他情報、源泉個別移行管理情報、不明計算書情報、科目更正情報、引継計算書情報、引受計算
書情報、累積計算書情報、還付請求書管理連絡情報、加算税決議情報、不徴収決議情報、加算税賦課対象義務者情報、本税徴収情
報、形式未納付者抽出情報、指導件数管理情報、把握対象者決算書情報、分析同業種平均情報、帳票用納付事績情報、帳票用申告
事績情報、分析結果情報、連結グル－プ情報、自己株取得情報、退職金高額支払情報、源泉預り金情報、調査事績書情報、決議書情
報、是認通知書情報、調査結果説明書情報、義務者基本情報、調査事績書除外期間情報、年調給与額情報、所得控除後給与額情
報、年税額計算情報、税額情報、決議控除限度額情報、決議排他情報、調査結果説明書記号情報、扶養是正通知対象者情報、扶養
是正引継支払者情報、扶養是正引継受給者情報、扶養是正引受支払者情報、扶養是正引受受給者情報、管轄変更対象口座取消情
報、電磁提供申請届出情報、電子利用者要否情報、公益法人情報、共通情報、法人決算書情報、個人決算書情報、扶養是正受給者
情報、調査情報、追徴情報、還付情報、納期特例情報、支払確定情報、益金賞与情報、非居住情報、俸給等情報、報酬情報、上場株
式情報、内書情報、年末調整情報、利子情報、償還差益情報、定期積金情報、分析情報、年末調整還付情報、租税条約還付情報、災
免用還付情報、租税利子還付情報、配当情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(6)酒税特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
酒税法（昭和28年法律第６号）の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載す
ることとされている申告書提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの
税務調査を実施する際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、４情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
４情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のために保有
国税関係情報：申告事績等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和８年度（予定）

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 酒税課
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定すること
により、国税当局が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
酒税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税申告書や申請書等との突合が正確かつ効率
的にできるよう、個人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

e-Tax（インターネット） ）

 ③入手の時期・頻度

個人番号が記載された納税申告書、各種申請・届出書を受付（収受）することにより特定個人情報を入
手するが、その提出時期については、酒税法第30条の２（移出に係る酒類についての課税標準及び税
額の申告）等に規定されているところである。
例えば、酒税の納税申告書については、酒類の移出・戻入れ等のあった月の翌月末日まで、などとされ
ている。

 ④入手に係る妥当性
・申告納税制度であるため、本人から入手を行っている。その措置として、国税通則法第124条等の国税
関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、e-Taxによる提出も認めている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※

Ⅰ酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務
　・納税者から提出された申告書に基づき、課税標準・税額の決定を行う。
　・加算税の賦課決定を行う。
Ⅱ酒税の課税標準の調査に関する事務
　・調査対象の選定を行う。
　・税務調査を行う申告内容の確認を行う。

 情報の突合　※
納税申告書に記載された情報と資料情報との突合を行い、課税標準や税額等の計算が酒税法等の規
定に従っているか確認する。

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された酒税の申告内容や各種資料情報を基に、調査対象の選定を行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、法人課税課、酒税課、査察課、管理運営課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が国税関係法令の規定に従っていなかった場合に
は、更正又は加算税の賦課決定を行う。

 ⑨使用開始日 令和８年度（予定）
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 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ ）　件

 委託事項1

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する

 その妥当性

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

] 紙

[ ] その他 （ ）

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

※国税庁の次世代システムでは、オンプレミス環境に保管するか、クラウド環境に保管するか、又はこれ
らを併用するか、検討しているところである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法 情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動的に消去する。

 ７．備考

コンピュータセンターにおいて、国税庁の次世代システムの運用支援の委託を行う予定であるが、プログラムの運用・稼働等についての
支援を委託する予定であり、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置を講じる。
なお、クラウドサービスを利用することとなった場合、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスしないこととする。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政
文書の管理について必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）に
おいて、業務に係る行政文書の類型ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年
以上にチェックをしている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

販売数量情報、表示基準実施状況、移出情報、自動販売機情報、課税情報、共通番号情報、製成情報、免許申請、酒類免許場、酒類
免許場異動事績、酒類製造免許、酒類業者異動事績、酒類蔵置所、販売管理調査、販売数量、期限付販売数量、表示基準実施状況、
自動販売機、酒類販売管理者、資料情報、取引実態調査、輸出酒類販売場事績管理、研修実施事績、小売実態調査、卸売実態調査、
製造実態調査基本情報、ビール実態調査、しゅうちゅう焼酎実態調査、果実酒実態調査、酒類製造免許情報、輸出清酒ラベル管理、製
成情報、清酒製造状況、申請区分、販売業区分、異動区分、小売区分、卸売区分、製造実態、卸売実体、小売実態、果実実態、果実実
態国産ぶどう、果実実態輸入原料、果実実態未納税取引、果実実態ワイン輸入、果実実態原価等、原料用酒類受払状況、酒類用原料
使用状況、移出数量明細、移出数量、販売数量、清酒製造状況、資料せん情報、自動販売機、酒税課税高（税関用）、申告決議、還付
留保事績情報、免許者、管轄変更、免許事績、理由事績、輸出酒類販売場事績管理、体験製造場事績管理、聴聞通知事績、期限延長
事績、酒類分割保存、申請相談、団体管理、酒類担保事績、免許決議、解除要件事績、申告承認事績、必要行為継続免許、本店管
理、外国法人住所、納税申告書、税額算出表、税額計算書、決議書情報、滞納情報、是認通知書情報、電子通知、清酒製造実態、酒
類卸売実態、酒類小売実態、果実実態、原料用酒類受払状況、酒類用原料使用状況、清酒製造状況、製造状況等報告書、全国市販
清酒調査表、清酒製造業者設備・機械調査、酒税課税高等報告書、清酒製造者実態調査、果実実態国産ぶどう、果実実態輸入原料、
果実実態未納税引取、果実実態ワイン輸入、果実実態原価等、製造総括、販売総括、調査決議書、製造管理カード情報、販売管理
カード情報、課税事績合算、製成移出事績合算、販売事績合算、他の製造販売場
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 ⑥事務担当部署 消費税室

 その妥当性
個人番号、４情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
４情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のために保有
国税関係情報：申告事績等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和８年度（予定）

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの
税務調査を実施する際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(7)間接諸税特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
揮発油税法（昭和32年法律第55号）、印紙税法（昭和42年法律第23号）及び航空機燃料税法（昭和47年
法律第７号）等の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされてい
る申告書提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
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納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が印紙税法等の国税関係法律の規定に従っていな
かった場合には、更正又は加算税の賦課決定を行う。

 ⑨使用開始日 令和８年度（予定）

 ⑧使用方法　※

Ⅰ間接諸税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務
　・納税者から提出された申告書に基づき、課税標準・税額の決定を行う。
　・加算税の賦課決定を行う。
Ⅱ間接諸税の課税標準の調査に関する事務
　・調査対象の選定を行う。
　・税務調査を行う申告内容の確認を行う。

 情報の突合　※ ―

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された諸税の申告内容や各種資料情報を基に、業種・業態・事業規模といった観点
から分析して、調査対象の選定を行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、個人課税課、法人課税課、消費税室、査察課、管理運営課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定すること
により、国税当局が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
揮発油税、印紙税及び航空機燃料税等の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税申告書と
資料情報等の突合が正確かつ効率的にできるよう、個人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

e-Tax（インターネット） ）

 ③入手の時期・頻度

個人番号が記載された納税申告書、各種申請・届出書を受付（収受）することにより特定個人情報を入手
するが、その提出時期については、揮発油税法第10条、印紙税法第11条及び航空機燃料税法第14条等
の各税法に規定されているところである。
例えば、
①揮発油税の納税申告書については、揮発油の移出のあった月の翌月末日まで
②印紙税の納税申告書については、書式表示の承認に係る課税文書を作成した月の翌月末日まで
③航空機燃料税の納税申告書については、航空機燃料の航空機への積込みを行った月の翌月末日ま
で
などとされている。

 ④入手に係る妥当性
・申告納税制度であるため、本人から入手を行っている。その措置として、国税通則法第124条等の国税
関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、e-Taxによる提出も認めている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[

49



 委託事項16～20

 委託事項11～15

 委託事項6～10

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 その妥当性

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満

 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ ）　件

 委託事項1

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する
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 移転先16～20

 移転先11～15

 移転先6～10

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先1

 ①法令上の根拠

 提供先16～20

 提供先11～15

 提供先6～10

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

[ ○ ] 行っていない

 提供先1
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 ７．備考

コンピュータセンターにおいて、国税庁の次世代システムの運用支援の委託を行う予定であるが、プログラムの運用・稼働等についての
支援を委託する予定であり、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置を講じる。
なお、クラウドサービスを利用することとなった場合、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスしないこととする。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政
文書の管理について必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）に
おいて、業務に係る行政文書の類型ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年
以上にチェックをしている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

※国税庁の次世代システムでは、オンプレミス環境に保管するか、クラウド環境に保管するか、又はこれ
らを併用するか、検討しているところである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法 情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動的に消去する。
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

諸税基本情報、課税件数情報、異動件数情報、管轄変更、営業等開廃情報、営業等異動情報、課税物件情報、移出入者管理情報、移
出入等明細情報、処分通知情報、納税地特例等情報、委託製造等情報、未納税移出先情報、特定用途免税物品移入情報、担保提供
情報、電子申請情報、旅客税情報、旅客税異動情報、旅客税出入国港管理情報、旅客税納付情報、旅客税過誤納還、旅客税賦課決
定、旅客税調査事績、旅客税是認通知、申告期限等延長申請情報、賦課決定事績情報、手持品課税情報、還付留保事績情報、加算
税情報、電子通知情報、製造場等態様別状況情報、調査事績情報、印紙税関連情報、反面調査情報、連携調査情報、銀行調査情報、
犯則事績情報、買上･検査事績情報、分析結果情報、自動車重量税徴収情報、過怠税事績情報、是認通知書情報、資料情報、収集活
用事績集計情報、試料番号自動配番管理情報、仕入先情報、運輸連絡情報、自重還付管理情報、自重決議対象情報、自重還付決議
情報、申請データ情報、原本情報、代理受領者情報、未納税製造たばこ移出情報、未納税製造たばこ移入情報、たばこ税納税申告書
情報、たばこ税納税申告計算書情報、たばこ税納税控除計算書情報、たばこ税申告状況情報、駐留軍用指定小売店舗情報、外交官
等用免税移出情報、駐留軍等用免税情報、未納税揮発油移入情報、特定用途免税揮発油移入情報、特定石油化学製品移入情報、免
税揮発油移動情報、免税取引揮発油移入情報、引取揮発油事前承認情報、石油化学製品移出数量情報、揮発油税納税申告書情報、
揮発油税申告計算書情報、揮発油税控除計算書情報、揮発油税申告状況情報、航空機燃料税納税申告書情報、航空機燃料税申告
状況情報、販売代金領収不能承認情報、課税石油ガス重量計算情報、石油ガス税納税申告書情報、石油ｶﾞｽ税申告計算書情報、石
油ガス税控除計算書情報、石油ガス税申告状況情報、石油化学製品製造承認情報、石油税納税申告書情報、石油税申告計算書情
報、石油税控除計算書情報、石油石炭税還付申請情報、石油税相当額還付特定情報、石油税申告状況情報、取引所情報、取引所税
徴収高計算書情報、取引所税過誤納申請書情報、取引所税申告状況情報、印紙税一括納付管理情報、納付計器等製造販売情報、納
付計器設置承認情報、被交付文書押なつ承認情報、書式表示承認情報、印紙税印押なつ請求書情報、印紙税納付計器使用請求情
報、印紙税納税申告書情報、印紙税過誤確認充当請求情報、印紙税申告状況情報、自動車重量税過誤納還付額請求情報、自動車重
量税被災還付申請情報、自動車重量税申告状況情報、源開発促進税納税申告書情報、電源開発促進税申告状況情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(8)債権管理特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
各税法の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申告
書提出者等

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの
税務調査を実施する際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、４情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
４情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のために保有
国税関係情報：申告事績等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和８年度（予定）

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 管理運営課
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ○ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定すること
により、国税当局が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税申告書と資料情報等の突合が正確かつ効
率的にできるよう、個人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

e-Tax（インターネット） ）

 ③入手の時期・頻度

個人番号が記載された納税申告書、法定調書、各種申請・届出書を受付（収受）することにより特定個
人情報を入手するが、その提出時期については、所得税法第120条第１項等の各税法に規定されてい
るところである。
例えば、
①所得税の確定申告書（所得税法第120条）については、２月16日から３月15日の期間
②贈与税の申告書については、２月１日から３月15日の期間
③相続税の申告書については、死亡したことを知った日の翌日から10月以内
などとされている。

 ④入手に係る妥当性

・申告納税制度であるため、本人から入手を行っている。その措置として、国税通則法第124条等の国税
関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、e-Tax、専用線又は認定クラウド等による提出も
認めている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※

Ⅰ徴収決定　納税者からの申告等に基づき納税額を決定し管理する。
Ⅱ還付支払　納税者からの申告等に基づき還付金の支払を行う。
Ⅲ収納整理　納税者からの納税情報の管理を行う。
Ⅳ督促　　　　期限内に納付のない納税者に対して、督促状を作成する。
Ⅴ報告　　　　国の歳入金の報告書を作成する。

 情報の突合　※ ―

 情報の統計分析
※

受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、査察課、管理運営課、徴収課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

徴収決定、還付の支払決定を行う。

 ⑨使用開始日 令和８年度（予定）
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 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ ）　件

 委託事項1

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する

 その妥当性

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

] 紙

[ ] その他 （ ）

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

※国税庁の次世代システムでは、オンプレミス環境に保管するか、クラウド環境に保管するか、又はこ
れらを併用するか、検討しているところである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法 情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動的に消去する。

 ７．備考

コンピュータセンターにおいて、国税庁の次世代システムの運用支援の委託を行う予定であるが、プログラムの運用・稼働等について
の支援を委託する予定であり、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置を講じる。
なお、クラウドサービスを利用することとなった場合、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスしないこととする。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政
文書の管理について必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）に
おいて、業務に係る行政文書の類型ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年
以上にチェックをしている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

金融機関情報、還付基本情報、徴定情報、異動情報、申請情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(9)非課税貯蓄限度額管理特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
所得税法第10条（障害者等の少額預金の利子所得等の非課税）の規定等により国税当局に提出される
税務関係書類に個人番号を記載することとされている申告書提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの
税務調査を実施する際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、４情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
４情報及び連絡先：金融機関の営業所等との連絡、各種通知書送付のために保有
国税関係情報：申告事績等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

令和８年度（予定）

 ⑥事務担当部署 法人課税課
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令和８年度（予定）

（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 金融機関の営業所等 ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定すること
により、国税当局が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
所得税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、非課税貯蓄限度額の管理が正確かつ効率的に
できるよう、個人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

e-Tax（インターネット） ）

 ③入手の時期・頻度

個人番号が記載された非課税貯蓄申告書を受付（収受）することにより特定個人情報を入手するが、そ
の提出時期については、所得税法第10条に規定されており、随時、金融機関の営業所等を経由して提
出される。

 ④入手に係る妥当性
・申告納税制度であるため、本人から入手を行っている。その措置として、国税通則法第124条等の国税
関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、e-Taxによる提出も認めている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※

・非課税貯蓄限度額の管理を行う。
・利子所得の源泉所得税調査対象の選定を行う。

 情報の突合　※ 非課税貯蓄限度額の管理を行い、課税上問題がある事項の把握を行う。

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された申告情報を基に、非課税貯蓄限度額を超過している者等の抽出を行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、法人課税課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

源泉徴収義務者（金融機関の営業所等）による非課税貯蓄限度額の管理が所得税法等の国税関係法
令の規定に従っていなかった場合には、納税告知等を行う。

 ⑨使用開始日
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 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ ）　件

 委託事項1

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する

 その妥当性

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

] 紙

[ ] その他 （ ）

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

※国税庁の次世代システムでは、オンプレミス環境に保管するか、クラウド環境に保管するか、又はこれ
らを併用するか、検討しているところである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法 情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動的に消去する。

 ７．備考

コンピュータセンターにおいて、国税庁の次世代システムの運用支援の委託を行う予定であるが、プログラムの運用・稼働等についての
支援を委託する予定であり、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置を講じる。
なお、クラウドサービスを利用することとなった場合、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスしないこととする。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政
文書の管理について必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）に
おいて、業務に係る行政文書の類型ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年
以上にチェックをしている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

営業所管理情報、人格情報、申告書情報、電子申告情報、通知対象者申告状況一覧情報、無効年次情報、申告者照会情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(10)資料調査特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※

所得税法、消費税法、相続税法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書
の提出等に関する法律等の規定により、国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載するこ
ととされている者（法定調書提出義務者、法定調書の対象となる金銭受領者及び申告書提出者等）。
・租税に関する法律の規定による質問、検査等の対象者及びその取引先の関係者。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの
税務調査を実施する際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性

個人番号、４情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
４情報及び連絡先：対象者との連絡のために保有
国税関係情報：申告事績等の管理及び租税に関する調査のために保有
地方税関係情報：地方税当局への情報連携のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和８年度（予定）

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 課税総括課
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 法定調書提出義務者、調査対象者の取引先等の関係者、外国税務当局 ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ 地方公共団体 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ○ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示

【本人又は本人の代理人、法定調書提出義務者等、外国税務当局からの入手】
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定すること
により、国税当局が個人番号を入手することが明示されている。
・国税通則法第74条の２（当該職員の所得税法等に関する調査に係る質問検査権）等の規定により、調
査に係る質問及び検査等を行うことができる旨が明示されている。
また、番号法19条15号、番号法施行令25条において、租税に関する法律の規定に基づく質問、検査等
の際に特定個人情報の提供を受けることができる旨が明示されている。
【地方公共団体からの入手】
所得税の適正な課税を行うため、地方税法第72条の58、317条及び番号法第19条第10号等に基づき、
地方税当局より必要な情報の提供を受ける旨が規定されている。

 ⑥使用目的　※
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、法定調書等の名寄せや納税申告書との突合が
正確かつ効率的にできるよう、個人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

e-Tax（インターネット）、共通送受信システム（CTS) ）

 ③入手の時期・頻度

【本人又は本人の代理人、法定調書提出義務者等からの入手】
個人番号が記載された法定調書を収受することにより特定個人情報を入手するが、その提出時期につ
いては、所得税法第226条（源泉徴収票）第１項等の各税法に規定されているところである。
例えば、
①給与所得の源泉徴収票については、その年において支払の確定した給与等について、その年の翌年
１月31日までに提出
②退職所得の源泉徴収票については、その退職の日以後１月以内に提出
などとされている。
また、租税に関する法律に基づく調査の際に、必要に応じて入手する。
【地方公共団体からの入手】
所得税の適正な課税を行うため、地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の58（道府県知事の通知義
務）、317条（市町村による所得の計算の通知）及び番号法第19条第10号等に基づき、地方税当局より
必要な情報の提供を受ける旨が規定されており、これらの法令に該当する際に提供を受ける。
【外国税務当局からの入手】
租税条約等に基づき、毎年９月末までに、外国の税務当局から個人番号を含む金融口座情報の提供を
受ける。

 ④入手に係る妥当性

【本人又は本人の代理人、法定調書提出義務者等からの入手】
・的確な指導や税務調査に活用するために法定調書の提出を義務付けており、法定調書提出義務者か
ら入手を行っている。これらの措置として、国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に
個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、e-Tax、電子記録媒体又は認定クラウド等による
提出も認めている。
・租税に関する法律に基づく調査の際に、個人番号が記載された税務関係書類の確認を行う必要があ
る。
【地方公共団体からの入手】
所得税の適正な課税を行うため、地方税法第72条の58、317条及び番号法第19条第10号等に基づき、
地方税当局より必要な情報の提供を受ける旨が規定されている。
【外国税務当局からの入手】
租税条約等に基づき、個人番号を含む金融口座情報の提供を受けることとされている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム
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 ⑧使用方法　※

・法定調書等の資料情報を名寄せする。
・法定調書等の資料情報を管理する。
・法定調書等の提出事績を管理する。
・法定調書等の提出に関する監査手続を管理する。
・納税申告書に記載された情報と資料情報との突合を行い、課税標準や税額等の計算が正しく行われ
ているか確認する。

 情報の突合　※
納税申告書に記載された情報と資料情報との突合を行い、課税標準や税額等の計算が所得税法等の
規定に従っているか確認する。

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された所得税の申告内容や各種資料情報を基に、業種・業態・事業規模といった
観点から分析して、調査対象者の選定を行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課、管理運営課、調査課、徴収課、
国際業務課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が所得税法等の国税関係法律の規定に従っていな
かった場合には、更正又は加算税の賦課決定を行う。

 ⑨使用開始日 令和８年度（予定）
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 ①委託内容 法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ 1 ）　件

 委託事項1 法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する

 その妥当性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの
税務調査を実施することから、書面で提出される大量の法定調書の情報を効率的にデータ化して、国税
庁の次世代システムに入力する必要がある。

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

税法に規定されている法定調書の提出義務者、法定調書の提出の対象となる金銭受領者等である。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ] 2） 1万人以上10万人未満

] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [

 ⑤委託先名の確認方法
官報における「落札者等の公示」の欄により確認が可能である。
なお、同内容について国税庁のＨＰにおいても公表している。

 ⑥委託先名 多数のため国税庁ホームページに掲載

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

] 紙

[ ] その他 （ ）

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ] 行っていない

 提供先1 地方公共団体

 ①法令上の根拠 番号法第19条第15号、地方税法第20条の11

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 1 ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

番号利用開始以降、国税当局に提出される法定調書のうち、地方税の調査において必要な法定調書の
記載の対象となる者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 住民税等の賦課決定

 ③提供する情報 地方税の調査において必要な法定調書情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 年２回

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

※国税庁の次世代システムでは、オンプレミス環境に保管するか、クラウド環境に保管するか、又はこ
れらを併用するか、検討しているところである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法 情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動的に消去する。

 ７．備考

・コンピュータセンターにおいて、国税庁の次世代システムの運用支援の委託を行う予定であるが、プログラムの運用・稼働等について
の支援を委託する予定であり、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置を講じる。
・クラウドサービスを利用することとなった場合、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスしないこととする。
・令和４年度よりクラウド環境上に構築するAI-OCRも併用し、データエントリー（データ入力）をしている。なお、クラウド環境上のAI-OCR
で処理したデータについては、処理後、システムにより自動的に消去する。また、クラウドサービスの利用に当たり、クラウドを提供する
事業者はデータにはアクセスしない。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政
文書の管理について必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）に
おいて、業務に係る行政文書の類型ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年
以上にチェックをしている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

資料調査収集納管情報、資料せん情報、法人事業年度別情報、法人連結グループ情報、法人連結事業年度別情報、資料調査重要資
料等事績管理、資料調査重要資料等異動履歴、資料調査重要資料等処理事績、資料調査重要資料等照会履歴、個人・法人関連入力
対象者情報、個人・法人関連グループ情報、個人・法人関連法人関係者情報、個人・法人関連管理簿情報、個人・法人関連監査実施
状況、個人・法人関連各種連絡せん情報、個人・法人関連資料ファイルデータ情報、売上階級判定、住所、個人一次選定基準、個人分
布状況確認表等集計、個人業種別売上階級情報、個人同業者順位付け情報、個人要事後処理対象者、個人要実地調査対象者、個人
関係者情報、個人分析カ－ド個別対象者、個人活用対象者抽出情報、個人申告審理分析情報、個人台帳番号管理情報、個人業種平
均分析情報、個人住宅控除情報、個人事後処理管理、個人業種平均情報、個別管理情報、個人概況確認事項、個人決算書等損益情
報、個人決算書等給与情報、個人課税事績情報、個人納税相談事績、個人納税地等個別情報、個人調査申告情報、個人指導（各説
明会）等事績、個人申告審理基本情報、個人申請書事績管理、個人申告審理事績、個人調査事績、個人調査是否認情報、法人一事
案基本情報、法人海外取引形態情報、法人海外取引種別情報、法人海外取引調査情報、法人海外進出投資形態情報、法人海外増減
差所得情報、法人業種別管理情報、法人局選定基準情報、法人局別分析情報、法人景況分析、法人決議処理情報、法人決議書情
報、法人決議対象事業年度情報、法人個別管理資料受払情報、法人支店所得調査情報、法人支店情報、法人事業年度別概況書情
報、法人事業年度別情報、法人質的判定情報、法人実質経営者情報、法人実地調査事績情報、法人消費税主要科目、消費法人対比
情報、法人申告書情報、法人税理士情報、法人選定基準結果、法人増減差合計情報、法人損益分岐点分析、法人着眼点分析、調査
課法人情報、法人不正発見事績情報、法人不正発見分析項目情報、法人不正発見簿外金融資産情報、法人分析情報、法人分析比
率、法人補完調査情報、法人会等加入情報、法人付随情報、法人申請情報、法人税決算書、法人税主要科目、法人未納滞納情報、優
良申告法人候補者情報、法人相関分析情報、法人個別帰属明細情報、法人課税基本項目情報、法人課税グループ単位情報、法人課
税基本項目関係情報、法人課税構成員単位情報、法人組合せ分析結果、法人統計分析結果（累積）、法人調査必要度結果（累積）、
法人分析科目情報、法人分析表収集情報、法人個別所得情報、法人部門別選定状況情報、法人選定回数採番情報、法人選定済情
報、法人選定法人抽出情報、法人絞り込み情報、法人金融機関情報、法人書面通知事業年度情報、法人諸税印紙税情報、法人書面
照会情報、法人特定資料情報、特定人格情報、源泉災害延長、源泉合計表、源泉分析同業種平均、源泉帳票用納付事績、源泉帳票
用申告事績、源泉分析結果、源泉連結グル－プ情報、源泉電磁提供申請届出、源泉電子利用者要否、源泉基本情報、源泉共通情
報、源泉調査情報、源泉追徴情報、源泉支払確定情報、源泉俸給等情報、源泉分析情報、収集対象者管理情報、法定資料収集事績、
法定監査、法定監査資料、納税地等事務管理、収集納管情報、異動把握情報、合計表事績、義務化対象情報、 承認申請書情報、財
産監査情報、一般収集情報、一般確認情報、法定外事績、連絡せん情報、一般資料対象者入力表、名寄せ済資料せん、番号付番情
報、資料せん情報、調査課事業所情報、調査課法人番号情報、料調特定納税者情報、屋号解明管理情報、屋号資料情報、資料情報
活用事績情報、金融機関情報、ＣＲＳ情報、ＦＡＴＣＡ情報、ＮＴＪ情報、個人所得把握情報、個人資料情報保有者抽出情報、無申告法人
処理状況情報、法人接触事績情報、法人調査資料情報、法人ＣｂＣ情報、源泉国外扶養控除情報、マイナポータル対象者、名寄せ情
報、自動的情報交換資料情報、口座異動情報管理、統合検索情報、法消費届出履歴情報、法消費申告・決議事績情報、消費調査処
理状態情報、消費法非違内訳情報、合併消費申告・決議事績情報、消費合併調査処理状態情報、消費合併消費調査事績非違内訳情
報、消費法課税期間口座情報、消費合併課税期間口座情報、個消費届出履歴情報、個消費申告・決議事績情報、消費個調査処理状
態情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(11)少額投資非課税口座管理特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第37条の14（非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得
等の非課税）等の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされてい
る届出提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの
税務調査を実施する際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、４情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
国税関係情報：申告事績等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和８年度（予定）

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 法人課税課
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 金融商品取引業者等の営業所 ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定すること
により、国税当局が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
所得税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、非課税口座の開設状況の管理が正確かつ効率
的にできるよう、個人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

e-Tax（インターネット） ）

 ③入手の時期・頻度
租税特別措置法第37条の14等の規定により非課税適用確認書に個人番号が記載され、随時、金融商
品取引業者等の営業所から国税当局に提出されることとなる。

 ④入手に係る妥当性
・国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されて
いる。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、e-Taxによる提出も認めている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※
非課税口座の開設状況の管理を行う。

 情報の突合　※ 非課税口座の開設状況の管理を行い、課税上問題がある事項の把握を行う。

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された口座開設情報等を基に、重複して非課税口座を開設している者等の抽出を
行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、法人課税課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

源泉徴収義務者（金融商品取引業者等の営業所）による非課税口座の開設が租税特別措置法等の規
定に従っていなかった場合には、納税告知等を行う。

 ⑨使用開始日 令和８年度（予定）
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 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ ）　件

 委託事項1

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する

 その妥当性

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

] 紙

[ ] その他 （ ）

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

※国税庁の次世代システムでは、オンプレミス環境に保管するか、クラウド環境に保管するか、又はこれ
らを併用するか、検討しているところである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法 情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動的に消去する。

 ７．備考

コンピュータセンターにおいて、国税庁の次世代システムの運用支援の委託を行う予定であるが、プログラムの運用・稼働等についての
支援を委託する予定であり、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置を講じる。
なお、クラウドサービスを利用することとなった場合、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスしないこととする。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政
文書の管理について必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）に
おいて、業務に係る行政文書の類型ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年
以上にチェックをしている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

非課税口座情報、投資者情報、履歴管理情報、再開設結果情報、遡及課税情報、ジュニアＮＩＳＡ連絡せん情報
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 ⑥事務担当部署 法人課税課

 その妥当性
個人番号、４情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
４情報及び連絡先：対象者との連絡。各種通知書送付のために保有
国税関係情報：申告事績等の管理にために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和８年度（予定）

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの
税務調査を実施する際に個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(12)法人税特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
各税法の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申告書
提出者等

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]
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―

 ⑨使用開始日 令和８年度（予定）

 ⑧使用方法　※
法人税の賦課又は徴収に関する事務において、代表者等が同じであるなど、関連性のある法人をグ
ループ法人として管理する。

 情報の突合　※
特定の法人の代表者等が、別法人の代表者や役員となっている場合に、関連性のある法人として抽出。
当該代表者等が同一人物であるか否かについて、個人番号をキーに判定する。

 情報の統計分析
※

―

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、法人課税課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定すること
により、国税当局が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、法人税の賦課又は徴収に関する事務において、
関連性のある法人の管理が正確かつ効率的にできるよう、個人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

）

 ③入手の時期・頻度

【本人又は本人の代理人からの入手】
　租税に関する法律に基づく調査の際に、必要に応じて入手する。
【評価実施機関内の他部署】
　年２回（１月及び６月）

 ④入手に係る妥当性

【本人又は本人の代理人からの入手】
　番号法９条、同法別表第一第38号及び主務省令第30条第18号により、個人番号は法人税の賦課又は
徴収に関する事務のために取得及び利用することができる。
【評価実施機関内の他部署】
　番号法９条、同法別表第一第38号及び主務省令第30条第18号により、個人番号は法人税の賦課又は
徴収に関する事務のために取得及び利用することができる。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ] その他 （

（
課税総括課、個人課税課、資産課税課、酒税課、消費
税室、調査課、査察課、管理運営課、徴収課、国税不
服審判所

）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[

80



 委託事項16～20

 委託事項11～15

 委託事項6～10

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 その妥当性

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満

 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ ）　件

 委託事項1

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する

81



 移転先16～20

 移転先11～15

 移転先6～10

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先1

 ①法令上の根拠

 提供先16～20

 提供先11～15

 提供先6～10

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

[ ○ ] 行っていない

 提供先1
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 ７．備考

コンピュータセンターにおいて、国税庁の次世代システムの運用支援の委託を行う予定であるが、プログラムの運用・稼働等についての
支援を委託する予定であり、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置を講じる。
なお、クラウドサービスを利用することとなった場合、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスしないこととする。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政
文書の管理について必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）に
おいて、業務に係る行政文書の類型ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年
以上にチェックをしている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

※国税庁の次世代システムでは、オンプレミス環境に保管するか、クラウド環境に保管するか、又はこれ
らを併用するか、検討しているところである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法 情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動的に消去する。
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

一事案基本情報、海外取引情報、海外取引調査情報、海外進出投資形態情報、海外増減差所得情報、階層別局管理情報、管理差額
説明情報、管理徴収決定情報、業種別管理情報、局選定基準情報、局別照会文情報、局別着眼点情報、局別分析情報、景況分析、決
議処理情報、決議書情報、個別管理資料受払情報、支店所得調査情報、支店情報、事業年度別概況書情報、事業年度別情報、質的
判定情報、実質経営者情報、実地調査事績情報、署別局管理情報、消費税主要科目、消費法人対比情報、照会文書情報、申告書情
報、地方税申告書情報、申告参考事項情報、申告抽出結果情報、税理士関与情報、税理士情報、選定基準結果、組合団体等情報、増
減差合計情報、増減差所得情報、増減差税額情報、損益分岐点分析、代表者家族情報、代表者配偶者情報、着眼点分析、中間申告
書情報、地方税中間申告書情報、調査課法人情報、実態指導事績情報、行政指導事績情報、特定項目情報、特定地域情報、表敬情
報、不正発見事績情報、不正発見分析項目情報、不正発見簿外金融資産情報、分析基本情報、分析比率、補完調査情報、法人会等
加入情報、法人付随情報、法人申請情報、法人電子申告特例申請書情報、法人税決算書、調査課還付保留対象者情報、法人税主要
科目、法人特別税決議情報、法人特別税申告情報、法人付随履歴情報、未納滞納情報、役員退職給与情報、優良申告法人候補者情
報、電子デ－タ申請情報、別表セット要否区分情報、収支報告名簿情報、収支報告事績情報、局別相関情報、相関分析情報、特定信
託情報、特定信託履歴情報、特定信託計算期間情報、特定信託申告書情報、特定信託決議書情報、特定信託中間申告情報、合併適
格情報、認定ＮＰＯ法人名簿情報、認定ＮＰＯ法人事績情報、連結グル－プ情報、連結申請情報、連結電子申告特例申請書情報、連
結事業年度別情報、連結申告書情報、連結地方税申告書情報、個別帰属明細情報(連結)、連結中間申告情報、連結地方税中間申告
情報、連結情報照会権限情報、個別帰属調査日数内訳情報、連結調整額情報、連結決議書情報、連結地方税決議書情報、連結増減
差情報、連結決議書付加情報、連結地方税決議書付加情報、連結決議処理情報、連結地方税決議処理情報、連結一事案基本情報、
連結増減差合計情報、連結租特管理情報、連結租特明細情報、連結申告抽出結果情報、受託者情報、受託法人情報、引継履歴情
報、特定受益証券発行信託情報、特定受益証券発行信託計算期間情報、分割法人情報、分割承継法人情報、法人税電子申告管理情
報、返戻事績、特定信託電子申告管理情報、書面添付事績情報、役員情報、特殊関係者情報、租特管理情報、租特明細情報、復興税
申告書情報、復興税一事案基本情報、復興税決議書情報、復興税決議処理情報、収受事績情報、管理対象書類情報、グループ管理
情報、構成員情報、合併情報、異動申告連絡情報、納税者管理情報、転出異動事績情報、電子異動申請引継、分割法人一覧情報、分
割情報照会用情報、電子異動申請添付資料情報、届出書等排他管理情報、異動用中間情報、届出情報連絡情報、構成員局還元用関
係者情報、法人付番連絡情報、論理削除構成員情報、みなし承認法人情報、整理簿管理情報、申請抽出情報、災害対象法人情報、電
子災害延長対象法人情報、同族管理簿抽出情報、グル－プ番号管理情報、連結グループ番号管理情報、同族管理簿海外関係者情
報、申告事績データ情報、適用額明細更新データ情報、還付留保法人情報、地方税還付留保法人情報、局調査課申告引継情報、確
定申告書等抽出情報、予定申告書等抽出情報、法人課税関係会社情報、法人課税基本項目異動履歴情報、法人課税構成員単位情
報、申告書等引継データ還元情報、電子申告等帳票情報、課税調書情報、法人税局調査課決議中間情報、文書発送件名簿作成中間
情報、決議更新中間情報、特別税更新中間情報、事績書更新中間情報、決議管理連絡件数情報、決議解除前情報、文書発送簿情
報、地方税決議管理連絡情報、地方税決議解除前情報、報告書作成中情報、海外中間増減差情報、無所得決定対象法人情報、返戻
事績更新情報、青色申告取消対象情報、無申告法人処理状況情報、調査省略基本情報中間情報、調査省略事案情報中間情報、復興
税調査省略事案情報、分析科目情報、分析表収集情報、個別所得情報、概況書外部穿孔情報、事業概況書未登録情報、料調引継支
店情報、部門別選定状況情報、選定回数採番情報、選定済情報、選定法人抽出情報、絞り込み情報、金融機関情報、書面通知事業
年度情報、利用権限判定情報、選定排他管理情報、調査必要度情報、粗選定一覧表設定情報、書面添付事績更新情報、照会文面情
報、書面照会抽出法人情報、書面照会個別文書中間情報、個別管理資料付番情報、資料情報件数情報、未把握法人情報、特定資料
情報、特定人格情報、一般資料せん件数情報、店舗基本情報中間情報、決議書発議中情報、直前処理金額情報、地方税直前処理金
額情報、決議書算出用調査額情報、加算税計算情報、地方税加算税計算情報、加算税通知書情報、地方税加算税通知書情報、更正
通知書情報、地方税更正通知書情報、訂正決議情報、決議排他管理情報、調査対象期間設定情報、更正等非該当返戻通知書情報、
質的区分一括判定処理情報、法人管理排他管理情報、株主・役員未入力情報、ＮＰＯ法人情報、印紙税調査事績情報、特定信託異動
更新情報、特定信託申告更新情報、特定信託調査課申告引継情報、特定信託決議更新情報、復興税申告事績更新情報、復興税還付
保留法人情報、復興税発議中情報、復興税直前処理金額情報、復興税加算税通知書情報、復興税加算税計算情報、復興税決議更新
中間情報、復興税決議管理連絡件数情報、復興税決議解除前情報、連結適用申請中間情報、連結申告事績更新情報、連結適用額明
細更新情報、連結還付留保法人情報、連結地方税還付留保法人情報、個別帰属明細事績更新情報、電子申告等帳票情報（連結）、
連結決議書発議中情報、連結決議退避情報、連結直前処理金額情報、連結地方税直前処理金額情報、連結決議書算出用調査額情
報、連結加算税計算情報、連結地方税加算税計算情報、連結加算税通知書情報、連結地方税加算税通知書情報、連結更正通知書情
報、連結地方税更正通知書情報、連結決議排他管理情報、連結部門排他管理情報、連結決議更新中間情報、連結決議解除前情報、
連結地方税決議解除前情報、連結決議管理連絡情報、連結決議書作成納税者情報、連結調査省略情報、グループ内異動履歴局検
索情報、グループ子法人履歴情報、連結文書発送簿情報
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(13)消費税特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
消費税法等の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている
申告書提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの
税務調査を実施する際に、個人番号を利用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
個人番号、４情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
４情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のため保有
国税関係情報：申告事績等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和８年度（予定）

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 個人課税課、法人課税課、消費税室
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（
課税総括課、資産課税課、酒税課、調査課、査察課、
管理運営課、徴収課、国税不服審判所

）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定すること
により、国税当局が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
消費税等の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税申告書と資料情報等の突合が正確かつ
効率的にできるよう、個人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

e-Tax（インターネット） ）

 ③入手の時期・頻度

個人番号が記載された納税申告書、各種申請・届出書を受付（収受）することにより特定個人情報を入
手するが、その提出時期については、消費税法第45条第１項、租税特別措置法第86条の４等の各税法
に規定されているところである。
例えば、
消費税等の申告書については、３月31日まで
などとされている。

 ④入手に係る妥当性

・申告納税制度であるため、本人から入手を行っている。その措置として、国税通則法第124条等の国税
関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されている。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、e-Taxによる提出も認めている。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※

Ⅰ消費税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務
　・納税者から提出された申告書に基づき、課税標準・税額の決定を行う。
　・加算税の賦課決定を行う。
Ⅱ消費税等の課税標準の調査に関する事務
　・調査対象の選定を行う。
　・税務調査を行う対象者の申告内容の確認を行う。

 情報の突合　※
納税申告書に記載された情報と資料情報との突合を行い、課税標準や税額等の計算が消費税法等の
規定に従っているか確認する。

 情報の統計分析
※

・データベースに蓄積された消費税等の申告内容や各種資料情報を基に、業種・業態・事業規模といっ
た観点から分析して、調査対象の選定を行う。
・受付件数などを統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、消費税室、調査課、査察課、管理運営
課、徴収課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が消費税法等の国税関係法律の規定に従っていな
かった場合には、更正又は加算税の賦課決定を行う。

 ⑨使用開始日 令和８年度（予定）
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 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ ）　件

 委託事項1

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する

 その妥当性

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

] 紙

[ ] その他 （ ）

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

※国税庁の次世代システムでは、オンプレミス環境に保管するか、クラウド環境に保管するか、又はこ
れらを併用するか、検討しているところである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法 情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動的に消去する。

 ７．備考

コンピュータセンターにおいて、国税庁の次世代システムの運用支援の委託を行う予定であるが、プログラムの運用・稼働等について
の支援を委託する予定であり、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置を講じる。
なお、クラウドサービスを利用することとなった場合、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスしないこととする。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政
文書の管理について必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）に
おいて、業務に係る行政文書の類型ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年
以上にチェックをしている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

基礎番号付番情報、不正還付者情報、不正還付関係者情報、不正還付者グループ情報、適格事業者履歴情報、インボイス利用資格
情報、法見込み課税事業者情報、法消費届出履歴情報、法消費申告・決議事績情報、法調査処理状態情報、法加算税事績情報、法
非違内訳情報、法中間申告事績情報、法消費調査事績情報、法消費調査事績非違内訳情報、合併消費申告・決議事績情報、合併調
査処理状態情報、合併加算税事績情報、合併非違内訳情報、合併中間申告事績情報、合併消費調査事績情報、合併消費調査事績非
違内訳情報、法課税期間口座情報、合併課税期間口座情報、法消費分割情報、法電子申告管理情報、法消費連結情報、法登録国外
事業者情報、法高額特定資産届出情報、法輸出物品販売場事績情報、個見込み課税事業者情報、個消費届出履歴情報、個消費申
告・決議事績情報、個調査処理状態情報、個加算税事績情報、個非違内訳情報、個中間申告事績情報、個消費調査事績情報、個消
費調査事績非違内訳情報、取消消費申告事績情報、個課税期間口座情報、個加算税・不適用情報、個番号照会情報、個登録国外事
業者情報、個高額特定資産届出情報、個輸出物品販売場事績情報、個届出書中間情報、個適格処理対象連絡せん情報、個届出入力
情報、個課税期間口座更新履歴情報、個課税期間作成有無情報、併合転出入退避情報、転出入退避情報、個新規見込み抽出情報、
個免税対象者情報、送付者名簿等作成情報、個債権系引継情報、個還付対象者情報、個還付留保条件情報、個誤り連絡せん情報、
消費税訂正削除、個徴収決定集計票情報、取消中間事績情報、個還付情報、個台帳番号付番情報、個台帳番号管理情報、個入力状
況情報、個還付留保、個還付解除、個イメージ訂正対象者、個台帳番号管理・索引簿情報、個会計検査院対象者情報、個番号照会個
別情報、個番号確認票情報、誤り連絡せん作成者名簿情報、個発議調査処理状態情報、個発議決議事績情報、個発議更正等通知書
情報、個発議賦課決定通知書情報、個発議非違内訳情報、個発議出力対象確認情報、個発議理由情報、個不徴収決議入力情報、個
住民票照会情報、法届出書中間情報、消費中間申告更新履歴情報、法課税期間口座更新履歴情報、合併課税期間口座更新履歴情
報、法登録国外事業者採番情報、法見込み抽出情報、法免税対象者情報、法債権系引継情報、法還付対象者情報、法要更正連絡せ
ん情報、法管理部門連絡せん情報、電子申告等帳票情報、法調査課引継情報、法管理連絡件数表情報、法発議調査処理状態情報、
法発議決議事績情報、法発議更正等通知書情報、法発議賦課決定通知書情報、法発議非違内訳情報、法解除前情報、消費税無申告
法人抽出情報、適格請求書情報、適格事業者情報、適格決裁状態管理情報、輸販電子申請等受信情報
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 ⑥事務担当部署 査察課

 その妥当性
個人番号、４情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
４情報及び連絡先：対象者との連絡のために保有
国税関係情報：国税犯則事件等の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和８年度（予定）

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性 犯則事件の真相を明らかにし、国税に関する刑罰法令を適正かつ迅速に適用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(14)査察特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
各税法の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申告
書提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]
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租税に関する法律に基づく犯則があると思料された場合には、検察官に告発する。

 ⑨使用開始日 令和８年度（予定）

 ⑧使用方法　※
国税犯則事件の調査に係る事務

 情報の突合　※
国税に関する刑罰法令を適正に適用するために、申告内容などの事実関係を検証する際、例えば、提
出された申告書に記載された情報と特定個人情報ファイルに記録されている情報を突合する場合があ
る。

 情報の統計分析
※

―

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

査察課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定すること
により、国税当局が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
犯則事件の真相を明らかにし、国税に関する刑罰法令を適正に適用するために、申告内容などの事実
関係を検証する目的で使用する。

 変更の妥当性 －

）

 ③入手の時期・頻度 月次及び年次

 ④入手に係る妥当性
番号法９条、同法別表第一第38号及び主務省令第30条により、個人番号は犯則事件の調査に関する
事務のために取得及び利用することができる。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ] 紙 [

[ ] その他 （

（
課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、
消費税室、管理運営課

）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[
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 委託事項16～20

 委託事項11～15

 委託事項6～10

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 その妥当性

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満

 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ ）　件

 委託事項1

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する
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 移転先16～20

 移転先11～15

 移転先6～10

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先1

 ①法令上の根拠

 提供先16～20

 提供先11～15

 提供先6～10

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

[ ○ ] 行っていない

 提供先1
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 ７．備考

コンピュータセンターにおいて、国税庁の次世代システムの運用支援の委託を行う予定であるが、プログラムの運用・稼働等についての
支援を委託する予定であり、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置を講じる。
なお、クラウドサービスを利用することとなった場合、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスしないこととする。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政
文書の管理について必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）に
おいて、業務に係る行政文書の類型ごとに、保存期間を定めている。
※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年
以上にチェックをしている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

※国税庁の次世代システムでは、オンプレミス環境に保管するか、クラウド環境に保管するか、又はこ
れらを併用するか、検討しているところである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法 情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動的に消去する。
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

仮登録資料せん情報、漢字情報、検索情報、本登録資料せん情報、情報提供資料せん補完情報、資料せん他局引継ぎ管理情報、収
集事績管理情報、大代表資料更新管理、調査対象者、基礎資料せん情報、整理番号発番、収受先管理表、本支店情報、復元本登録
資料せん情報、復元漢字情報、復元情報提供資料せん補完情報
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 ⑥事務担当部署 審理室

 その妥当性

個人番号、４情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
４情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のために保有
国税関係情報：不服申立て、訴訟、事前照会及び外国公館等免税指定店舗に係る事務の管理等のため
に保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和８年度（予定）

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の情報を管理等するために、個人番号を
利用する。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(15)不服申立て・訴訟・事前照会・外国公館等免税指定店舗関係特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
各税法の規定により国税当局に提出される税務関係書類に個人番号を記載することとされている申請・
届出書提出者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満 ]
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―

 ⑨使用開始日 令和８年度（予定）

 ⑧使用方法　※
・内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、不服申立て、訴訟、事前照会及び外国公館等
免税指定店舗に係る事務の管理等が正確かつ効率的にできるよう、個人番号を利用する。

 情報の突合　※
各種申請・届出・推薦リストに記載された情報と他の情報との突合を行い、各種申請・届出書等の管理等
が適法に行われているか確認する。

 情報の統計分析
※

各種申請・届出の発生・処理件数等を統計処理している。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、資料調査課、資産課税課、法人課税課、個人課税課、審理室、訟務官室、酒税
課、消費税室、調査課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定すること
により、国税当局が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、各種申請・届出書の管理等が正確かつ効率的
にできるよう、個人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

e-Tax（インターネット） ）

 ③入手の時期・頻度

【不服申立事務】
不服申立事案の発生の都度
【訴訟事務】
課税関係の訴訟事件の発生の都度
【事前照会関係事務】
事前照会事案の発生の都度
【外国公館等免税指定店舗管理事務】
免税指定店舗の指定等の都度

 ④入手に係る妥当性

・国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨が規定されて
いる。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、e-Taxによる提出も認めている。
・番号法９条、同法別表第一第38号及び主務省令第30条により、個人番号は税の賦課又は徴収に関す
る事務のために取得及び利用することができる旨が規定されている。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

（ 次世代システムに入力済みの情報 ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[
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 委託事項16～20

 委託事項11～15

 委託事項6～10

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 その妥当性

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満

 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ ）　件

 委託事項1

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する
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 移転先16～20

 移転先11～15

 移転先6～10

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先1

 ①法令上の根拠

 提供先16～20

 提供先11～15

 提供先6～10

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

[ ○ ] 行っていない

 提供先1
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 ７．備考

コンピュータセンターにおいて、国税庁の次世代システムの運用支援の委託を行う予定であるが、プログラムの運用・稼働等についての
支援を委託する予定であり、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置を講じる。
なお、クラウドサービスを利用することとなった場合、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスしないこととする。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政
文書の管理について必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）に
おいて、業務に係る行政文書の類型ごとに、保存期間を定めている。
※1　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20
年以上にチェックをしている（保存期間の例として、納税申告書は７年間、申請書は承認の効力が消滅等
する日に係る特定日以後７年などとされている）。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

※国税庁の次世代システムでは、オンプレミス環境に保管するか、クラウド環境に保管するか、又はこれ
らを併用するか、検討しているところである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法 情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動的に消去する。
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

基本情報、対象処分(再調査)情報、経過情報、争点情報、口頭意見陳述情報、事案完結情報、取消情報、審査請求情報、対象処分(審
査)情報、意見(釈明)書情報、同席審理情報、意見書情報、回答書情報、口頭意見陳述対応情報、申立情報、閲覧情報、税目情報、所
管区分、年号情報、本税等情報、加算税情報、調査区分、青白区分、代理人資格情報、推計区分、原処分指導、更正理由、事案区分、
特殊事案区分、根拠法、請求区分、意見(釈明)書、申立種類区分、閲覧種類区分、物件情報区分
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 ⑥事務担当部署 徴収課

 その妥当性

個人番号、４情報及びその他識別情報（内部番号）：対象者を正確に特定するために保有
４情報及び連絡先：対象者との連絡、各種通知書送付のために保有
国税関係情報：滞納情報の管理のために保有

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和８年度（予定）

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の情報を管理するために、個人番号を
利用する。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(16)徴収特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
各税法の規定により国税当局へ提出する際に個人番号を記載することとされている税務関係書類を提
出する者等。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1,000万人以上 ]
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滞納整理を行う。

 ⑨使用開始日 令和８年度（予定）

 ⑧使用方法　※
・滞納整理に関する事務を行う。

 情報の突合　※ ―

 情報の統計分析
※

データベースに蓄積された滞納者に対する滞納整理情報を基に、滞納整理状況などを統計処理してい
る。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

徴収課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑤本人への明示
国税通則法第124条等の国税関係法令に、税務関係書類に個人番号の記載を求める旨を規定すること
により、国税当局が個人番号を入手することが明示されている。

 ⑥使用目的　※
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税申告書と資料情報等の突合が正確かつ効
率的にできるよう、個人番号を利用する。

 変更の妥当性 ―

）

 ③入手の時期・頻度
【評価実施機関内の他部署】
新規の滞納者が発生する都度

 ④入手に係る妥当性

【評価実施機関内の他部署】
番号法９条、同法別表第一第38号及び主務省令第30条により、個人番号は税の賦課又は徴収に関す
る事務のために取得及び利用することができる。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ] 紙 [

[ ] その他 （

（ 管理運営課 ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[
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 委託事項16～20

 委託事項11～15

 委託事項6～10

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 その妥当性

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満

 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ ）　件

 委託事項1

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する
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 移転先16～20

 移転先11～15

 移転先6～10

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先1

 ①法令上の根拠

 提供先16～20

 提供先11～15

 提供先6～10

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

[ ○ ] 行っていない

 提供先1
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 ７．備考

コンピュータセンターにおいて、国税庁の次世代システムの運用支援の委託を行う予定であるが、プログラムの運用・稼働等についての
支援を委託する予定であり、委託先のユーザ権限ではシステム内のファイルの内容にアクセスできない措置を講じる。
なお、クラウドサービスを利用することとなった場合、クラウドを提供する事業者はデータにはアクセスしないこととする。

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性

「公文書等の管理に関する法律」（平成21年法律第66号）第10条第１項に基づき、国税庁における行政
文書の管理について必要な事項を定めた「国税庁行政文書管理規則」（平成23年国税庁訓令第１号）に
おいて、業務に係る行政文書の類型ごとに、保存期間を定めている。

※　上記のとおり、国税庁においては、業務に係る行政文書の類型ごとに保存期間が異なるため、20年
以上にチェックをしている。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

※国税庁の次世代システムでは、オンプレミス環境に保管するか、クラウド環境に保管するか、又はこ
れらを併用するか、検討しているところである。
(1)オンプレミス環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(1)と同じ。
(2)クラウド環境における立入り・アクセス制限
・Ⅲ　７．⑤具体的な対策の内容(3)と同じ。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法 情報ごとに定められた保存期間を経過したデータについては、システムにより自動的に消去する。
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

滞納者基本情報、関連滞納者情報、仮滞納者情報、質的区分設定情報、臨場準備情報、滞納整理事績、滞納者総合検索情報、延滞
税シミュレート計算情報、所轄庁変更情報、滞納処分の引継・引受情報、催告業務情報、照会文書、差押情報、評価換価情報、納税緩
和措置情報、帳票情報、従事・滞納整理事務実績、業務管理資料、特別施策情報、外部連携情報、集中電話催告情報
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 ⑥事務担当部署
課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、調査課、査察課、酒税課、消費税室、審理室、管
理運営課、徴収課、国税不服審判所

 その妥当性

内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの
税務調査や原処分が適正であったかどうか判断するための調査・審理を実施する際に、個人番号を利
用する。
※なお、上記「④記録される項目」を空欄としているが、租税に関する法律に基づく調査により取得する
ファイルは調査対象先が作成するものであるため、記録される項目の数をあらかじめ特定することはで
きない。

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和８年度（予定）

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ] 個人番号対応符号 [ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの
税務調査や原処分が適正であったかどうか判断するための調査・審理を実施する際に、個人番号を利
用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(17)租税に関する法律に基づく調査（犯則事件の調査を除く。）により取得した特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ その他の電子ファイル（表計算ファイル等） ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※

租税に関する法律の規定による質問・検査等の対象者及びその取引先の関係者。
※なお、上記「②対象となる本人の数」を空欄としているが、租税に関する法律に基づく調査により取得
するファイルは調査対象先が作成するものであるため、対象となる本人の数はあらかじめ特定できな
い。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
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・納税申告書の記載内容との整合性の確認を行い、納税申告書の記載内容に誤りがあった場合には、
修正申告の勧奨を行い、修正申告に応じない場合には、更正又は賦課決定を行う。
・原処分が適正であったかどうか判断するため、調査・審理を行い、その結果を裁決書謄本により審査
請求人に通知する。

 ⑨使用開始日 令和８年度（予定）

 ⑧使用方法　※

・納税申告書の記載内容との整合性の確認を行い、納税申告書の記載内容に誤りがあった場合には、
修正申告の勧奨を行い、修正申告に応じない場合には、更正又は賦課決定を行う。
・原処分が適正であったかどうか判断するため、調査・審理を行う。

 情報の突合　※
納税申告書に記載された情報との突合を行い、課税標準や税額等の計算が所得税法等の国税関係法
律の規定に従っているか確認する。

 情報の統計分析
※

―

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

企画課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、調査課、酒税課、消費税室、審理室、管
理運営課、徴収課、国税不服審判所

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑤本人への明示

・国税通則法第74条の２（当該職員の所得税法等に関する調査に係る質問検査権）等の規定により、調
査に係る質問及び検査等を行うことができる旨が明示されている。
・また、番号法第19条第15号、番号法施行令第25条において、租税に関する法律の規定に基づく質問
及び検査等の際に特定個人情報の提供を受けることできる旨が明示されている。

 ⑥使用目的　※
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、納税者の申告内容を帳簿等で確認するなどの
税務調査や原処分が適正であったかどうか判断するため、調査・審理を実施する際に、個人番号を利用
する。

 変更の妥当性 －

）

 ③入手の時期・頻度 租税に関する法律に基づく調査の際に、必要に応じて入手する。

 ④入手に係る妥当性
租税に関する法律に基づく調査の際に、個人番号が記載された税務関係書類の確認を行う必要があ
る。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ○ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ] その他 （

（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 調査対象者の取引先等の関係者、法定調書提出義務者 ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[
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 委託事項16～20

 委託事項11～15

 委託事項6～10

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 その妥当性

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満

 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ ）　件

 委託事項1

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する
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 移転先16～20

 移転先11～15

 移転先6～10

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先1

 ①法令上の根拠

 提供先16～20

 提供先11～15

 提供先6～10

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

[ ○ ] 行っていない

 提供先1
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 ７．備考

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性
入手した電子情報は調査対象者の税額決定等や原処分が適正であったかどうか判断するために使用
するため、調査・審理に必要な期間保管する。
※　上記のとおり、調査の期間により保存期間が異なるため、１年未満にチェックをしている。

2） 1年 3） 2年

[ 1年未満 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

特定個人情報が記録されている電子記録媒体等は、入退館管理をしている建物内に所在する施錠可能
な倉庫内で保管する。また、調査事務で利用する際には、紛失、盗難その他の事故を防止するためにセ
キュリティワイヤで固定するなど必要な措置が講じられたパソコンを使用する。なお、倉庫及びセキュリ
ティワイヤの鍵については責任者により適切に管理されている。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法
入手した電子情報は調査が終了し、更正決定を行うなどした結果、調査・審理に必要がなくなったとき
に、調査担当職員が手作業でパソコンからデータを消去する。また、情報の管理状況を確認するため、
情報セキュリティ責任者等による点検を定期的（年２回）に実施している。
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

(18)租税に関する法律に基づく犯則事件の調査により取得した特定個人情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ その他の電子ファイル（表計算ファイル等） ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
租税に関する法律に基づく犯則事件の調査の対象者及びその関係者
※なお、上記「②対象となる本人の数」を空欄としているが、犯則事件の調査により取得するファイルは
調査対象先が作成するものであるため、対象となる本人の数はあらかじめ特定できない。

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性 犯則事件の真相を明らかにし、国税に関する刑罰法令を適正かつ迅速に適用するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ ] 1） 10項目未満

[ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性
犯則事件の真相を明らかにし、国税に関する刑罰法令を適正かつ迅速に適用するため。
※なお、上記「④記録される項目」を空欄としているが、犯則事件の調査により取得するファイルは調査
対象先が作成するものであるため、記録される項目の数をあらかじめ特定することはできない。

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 令和８年度（予定）

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 査察課、酒税課、消費税室
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 調査対象者の取引先等の関係者 ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ○ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ] その他 （

 ⑤本人への明示

国税通則法において、質問・検査・領置・照会（同法第131条）、臨検・捜索・差押え・記録命令付差押え
（同法第132条）を行い得ることが法令上明示されている。また、番号法第19条第15号において、租税に
関する法律の規定に基づく犯則事件の調査の際に特定個人情報の提供を受けることが法令上明示され
ている。

 ⑥使用目的　※
犯則事件の真相を明らかにし、国税に関する刑罰法令を適正に適用するために、申告内容などの事実
関係を検証する目的で使用する。

 変更の妥当性 －

）

 ③入手の時期・頻度 犯則事件の調査を行った際に必要に応じて入手する。

 ④入手に係る妥当性
犯則事件の調査を行うため必要があるときは、国税通則法において、質問・検査・領置・照会（同法第
131条）、臨検・捜索・差押え・記録命令付差押え（同法第132条）を行うことが認められている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※

 情報の突合　※

 情報の統計分析
※

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

査察課、酒税課、消費税室

 使用者数

＜選択肢＞

[ 1,000人以上 ] 1） 10人未満

 ⑨使用開始日 令和８年度（予定）
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 ①委託内容

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ ）　件

 委託事項1

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託しない ] ＜選択肢＞

1） 委託する

 その妥当性

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 ⑤委託先名の確認方法

 ⑥委託先名

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[

] 紙

[ ] その他 （ ）

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20
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 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

特定個人情報ファイルについては、①紛失、盗難その他の事故を防止するためにセキュリティワイヤで
固定するなど必要な措置が講じられたパソコン、②当該パソコンから接続できるサーバ又は③電子記録
媒体に保存した上で、入退館管理をしている建物内に所在する施錠可能な事務室、サーバ室又は倉庫
内で保管する。
なお、セキュリティワイヤの鍵については責任者により適切に管理されている。

 ②保管期間

 期間

 ③消去方法

 ７．備考

 その妥当性
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Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 １．特定個人情報ファイル名

(1)収受・入力特定個人情報ファイル

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・国税庁の次世代システムにおいて、e-Taxで所得税、消費税等の申告、法定調書、各種申請・届出等
の手続を行う場合、これらの手続を行おうとしている者からしか情報を受け付けないようにシステムで制
御する。具体的には、e-Taxを利用するためには、電子申告・納税等開始届出書を税務署に提出し、利
用者識別番号と（仮）暗証番号を取得して、電子証明書を登録するか、又は厳格な本人確認後に取得し
た利用者識別番号及び暗証番号を用いるか、若しくはマイナンバーカードに搭載される電子証明書を用
いて利用者の登録を行う必要があることから、当該申告等の手続を行おうとする者（利用者識別番号と
暗証番号が登録された者（マイナンバーカードに搭載される電子証明書を用いて登録した者を含む））の
みの申告等の収受を行うこととなる。
【本人又は本人代理人からの入手（ｅ-Ｔａｘによる入手含む。）】
各税法に基づいて提出される納税申告書は、申告納税方式によるものであることから、納税者本人（本
人の代理人としての税理士）が記載して提出するものであり、当該納税申告書においては、当該納税者
の情報しか入手することができない。
【民間事業者からの入手（ｅ-Ｔａｘによる入手含む。）】
各税法に基づいて金融機関等から提出される税務関係書類（納税者から金融機関等を経由して提出さ
れる書類を含む。）は法令で規定された事項のみ記載されて提出されるため、当該事項以外は入手でき
ない。
【法定調書提出義務者等からの入手（ｅ-Ｔａｘによる入手含む。）】
・各税法等に基づいて提出される法定調書等は、法令で規定された事項のみ記載されて提出されるた
め、当該事項以外は入手できない。
【認定クラウド等からの入手】
・申請等を行う者が提出領域に申請等情報を記録した時又は税務署長に対してアクセス権限を付与した
時のいずれか遅い時に提出があったものとみなされるため、申請等情報について提出者以外の情報と
混同することは無い。また、税務署長が認定クラウド等にアクセスし国税庁の次世代システムに申請等
情報の複製を記録する際は、利用者に一意に払い出されている利用者識別番号及び申請等情報に一
意に払い出されているアクセスキーを用いることで、提出者以外の情報を入手することを防止する。
【外国税務当局からの入手】
・租税条約等を締結している外国税務当局から、日本居住者の金融口座情報が、各国共通のフォーマッ
トにのっとり、提供されるため、対象者以外の情報を入手することはない。

 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

【本人又は本人の代理人、民間事業者、法定調書提出義務者からの入手】
・国税庁の次世代システムにおいて、所得税、消費税等の申告、法定調書、各種申請・届出等の情報を
収受する際には、法令上必要な情報が含まれているかどうかの確認を行っており（必要な情報の入力が
ない場合はエラーメッセージが表示される。）、また、必要事項以外は入力できないよう制限し、必要な情
報以外を入手することを防止する。
・納税者がe-Taxで手続を行う場合、国税庁が提供する確定申告書等作成コーナー等のプログラムにつ
いては、法令上の要件を満たす必要最少限度の入力画面とする。
・納税者等が各税法等の規定に基づき、納税申告書、法定調書等、申請・届出書を提出する場合、法
令・通達により手続に必要な事項を規定した様式を示すことで、不必要な情報の入手の防止に努める。
・認定クラウド等においては、提出領域に申請等情報を統一フォーマットで記録することを求めること、及
び申請等情報が記録される都度、当該申請等情報を一の単位として税務署長に対してアクセス権限が
付与されることにより、不必要な情報を入手することを防止する。
【外国税務当局からの入手】
・租税条約等を締結している外国税務当局から、日本居住者の金融口座情報が、各国共通のフォーマッ
トにのっとり、提供されるため、必要な情報以外を入手することはない。

 その他の措置の内容 ―
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2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

【本人又は本人の代理人、民間事業者、法定調書提出義務者からの入手】
・e-Taxホームページ上等で、e-Taxは国税に関する各種手続を行うためのシステムであることを明確に
する。また上記のとおり、利用者識別番号及び暗証番号がシステムに登録されている納税者等しかe-
Taxを利用することができない。これらによって納税者等に、e-Taxで受け付けた情報が、国税庁におけ
る国税事務のために使用されることを明示する。
・納税者等が各税法等の規定に基づき、個人番号付きの納税申告書、法定調書等、申請・届出書を提
出する際には、法令・通達において手続に必要な事項を規定した様式を示していることから、納税者本
人は、個人番号の記載が必要であると認識した上で納税申告書等を提出することとなる。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、ｅ-Ｔａｘによる提出も認めている。
・認定クラウド等の提出領域へは、申請等を行う者（認定クラウド等の利用者）及びアクセス権限が付与
されている税務署長のみアクセス可能とする。また、認定クラウド等と国税庁の次世代システムとのデー
タの授受に際しては、利用者に一意に払い出されている利用者識別番号及び申請等情報に一意に払い
出されているアクセスキーを用いることで、不適切な利用を防止する。
・納税者等に過剰な負担を負わせないよう、確定申告書等作成コーナーを準備するなどの措置を講じ
る。
【外国税務当局からの入手】
外国税務当局からの入手は、共通送受信システム(CTS)を使用することで、租税条約等を締結している
外国税務当局からのみ連絡を行うことができるようにシステムで制御する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

【本人又は本人の代理人からの入手（書面による入手）】
・本人から個人番号の提供を受ける場合
番号法第16条（本人確認の措置）、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律施行令」（平成26年政令第155号）（以下「番号法施行令」という。）第12条第１項、「行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」（以下「番号法施行規則」
という。）第１条等の規定に基づき、個人番号カード、通知カードと運転免許証又は旅券等による確認の
ほか、番号法施行規則第２条４項の規定に基づき、納税申告書に添付された源泉徴収票等の書類又は
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関
係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件」（平成27年国税庁告示第２
号）（以下「国税庁告示」という。）に規定する書類等で確認するなどの方法により行う。
・代理人から個人番号の提供を受ける場合
番号法第16条、番号法施行令第12条第２項、番号法施行規則第７条等の規定に基づき、代理人の個人
番号カード、運転免許証又は旅券等による確認のほか、代理人が税理士である場合においては、番号
法施行規則第９条２項等の規定に基づき、税務代理権限証書と税理士名簿に記録されている事項等の
確認又は国税庁告示に規定する書類等で確認するなどの方法により行う。
【本人又は本人の代理人からの入手（e-Taxによる入手）】
・番号法施行規則第３条（電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措
置）第２号ハに掲げる、署名用電子証明書及び電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受け
ることにより確認する。
・e-Taxにおいては、公的個人認証サービスに係る電子証明書のみではなく、「国税関係法令に係る情
報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令」（平成15年財務省令第71号。以下、「オン化省令」と
いう。）第２条第１号ロに規定された電子証明書及び同号ハの規定に基づき国税庁長官が定める電子証
明書が利用可能となっている（詳細は、e-Taxホームページを参照。）。
※http//www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/systemriyo2htm
・また、上記の他、番号法施行規則に規定する個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定め
た国税庁告示に規定する方法により本人確認を実施する。
【民間事業者、法定調書提出義務者からの入手】
特定個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基づき、本人確認を行った上で情報を入手しているこ
とが前提となっており、国税庁が当該入手元から入手する際は番号法第16条が適用されない（提供を行
う者自身の本人確認は、「本人又は本人の代理人からの入手」と同様である）。
【認定クラウド等による入手】
・オン化省令第６条（申請等において氏名等を明らかにする措置）第１項第４号に掲げる方法により確認
する。
【外国税務当局からの入手】
外国金融機関が共通報告基準に基づき本人確認を行った上で情報を入手していることが前提となって
おり、国税庁が外国税務当局から入手する際は番号法第16条が適用されない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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 個人番号の真正性確認の措
置の内容

【本人又は本人の代理人からの入手（書面による入手）】
・本人から個人番号の提供を受ける場合
番号法第16条、番号法施行令第12条第１項、番号法施行規則第１条等の規定に基づき、個人番号カー
ド、通知カード又は住民票の写し等による確認のほか、国税庁告示に規定する書類等で確認するなど
の方法により行う。
・代理人から個人番号の提供を受ける場合
本人から個人番号の提供を受ける場合と同様の方法により行う。
【本人又は本人の代理人からの入手（e-Taxによる入手）】
e-Taxで収受した情報は、国税庁の次世代システムにより、個人番号の真正性の確認を行う。
【民間事業者、法定調書提出義務者からの入手】
特定個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基づき本人確認を行った上で情報を入手していること
が前提となっており、国税庁が当該入手元から入手する際は番号法第16条が適用されない（提供を行う
者自身の個人番号の真正性の確認は「本人又は本人の代理人からの入手」と同様である。）。
【外国税務当局からの入手】
共通送受信システム（CTS）を通じて収受）した情報は、国税庁の次世代システムで個人番号の真正性
の確認を行う。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

・国税庁の次世代システムでは、各税法等に基づいて国税当局に提出する所得税、消費税等の申告、
法定調書、各種申請・届出や納税の事績等を入力することにより、国税債権などを一元的に管理すると
ともに、これらを分析して税務調査等に活用する。
・納税者の申告内容を帳簿等で確認し、申告内容に誤りがあれば是正を求めるなどの対応を行う。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

【本人又は本人の代理人、民間事業者、法定調書提出義務者からの入手】
・税務署等に来署する場合は、窓口で対面にて収受する。
・郵送の場合は、必ず郵便又は信書便を利用し、記載事項や添付書類に漏れがないよう、十分に確認
の上、所轄の税務署等に送付する旨を、国税庁ホームページにて案内をする。
なお、送付専用封筒の利用を勧奨するなどにより誤配送防止をする。
・署内や確定申告書会場等で税務相談等を行うに当たっては、パーテーション等により仕切られたス
ペースで行う。
・税務署等で受理した申告書等については、職員のみ立ち入ることができる耐火書庫に保管する。
・ｅ-Ｔａｘからの入手は、データセンター内部に限定された回線を用いて入手を行う。
・e-Taxにおいて、申告、法定調書、各種申請・届出の情報を収受するに当たっては、改ざん検知、なり
すまし防止のため、厳格な本人確認により払い出した利用者識別番号や電子署名を用いるほか、安全
を確保し、盗聴等を防ぐために、TLSによる暗号化通信を行う。
・認定クラウド等においては、国税庁長官の定めるクラウド認定基準（認定の対象となるクラウドサービ
ス又はオンプレミスが、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）のクラウドサービスリ
ストに掲載されていること、提供事業者及び利用者各々の立場から安全管理措置を講じられているこ
と、サーバが日本国内に所在していることなど、国税庁告示で定める要件）に基づき、認定を行う。安全
管理措置については、認定クラウド等の提供事業者及び利用者の責任において、提供事業者及び利用
者各々の立場から講じる。認定クラウド等から国税庁の次世代システムへの提出通知の発出（アクセス
権限の付与）、認定クラウド等から国税庁の次世代システムへ転送する申請等情報の複製及び暗号
化、当該データの認定クラウド等から国税庁の次世代システムへの発出は、適切に限定された主体の
みが接続し、情報が入手できるようにする。また、認定クラウド等と国税庁の次世代システムとの間の
データの授受に際しては、利用者に一意に払い出されている利用者識別番号及び申請等情報に一意に
払い出されているアクセスキーを用いることにより、提出者以外の情報を入手することを防止するととも
に、TLSによる暗号化通信を行うなどして、リスク対策を講じる。
【外国税務当局からの入手】
外国税務当局からの入手は、共通送受信システム（CTS）を経由して行う。CTSへのアクセスは、事前に
各国税務当局が登録した電子証明書による認証が必要となるほか、SFTP方式による通信経路の暗号
化を行うことにより高度な安全性が担保される。なお、入手するデータについても、電子証明書を付して
暗号化を行うことで、改ざん検知やなりすまし防止等の措置を講じる。また、各国税務当局が同様の方
法を採用することとする。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―
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 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

 宛名システム等における措置
の内容

国税庁の次世代システムでは、個人番号を用いた事務処理を行わないサブシステムからアクセスできな
いようプログラム制御を行う。

 事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

国税庁の次世代システムにおいては、電子申告・納税等開始届出書を国税庁に対して提出するか、マ
イナンバーカードに搭載される電子証明書を用いて登録をした納税者（e-Tax利用者）、外国税務当局か
ら提供された者の情報について必要な範囲内での紐付けを実施することとしており、目的を超えた紐付
けは行われないよう制御する。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法

・システムを利用する必要がある職員を特定するとともに、当該職員の職責によりアクセスできる情報を
制限しており、個人ごとにユーザＩＤを割り当て、ＩＤ及びパスワードによる認証を行う。
・また、なりすましによる不正を防止する観点から、共用ＩＤの利用を禁止する。
・なお、職員が離席する際には、パスワード設定されたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用するな
ど、情報漏えい、なりすまし等の不正行為を防止する措置を講じる。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法

①　ID／パスワードの発行管理
・アクセス権限が必要となった場合、ユーザＩＤ管理者が、事務に必要となる情報にアクセスできるユーザ
ＩＤを発行する。
・ユーザＩＤ管理者が事務ごとに必要となるアクセス権限の管理表を作成する。
・異動等により新たなアクセス権限が必要となった場合には、ユーザID管理者が異動等の内容に基づ
き、事務に必要となる情報へのアクセスが可能となる権限を、その職員のユーザIDに対して付与する。
②　失効管理
職員に異動等の事由が生じた場合は、ユーザID管理者は、当該職員の異動等を確認して、ユーザIDの
失効処理又は権限の変更を行う。

 その他の措置の内容 ―

2） 行っていない

 具体的な管理方法

・共用のIDを発行せず、必ずユーザごとにIDを発行する。
・パスワードは、定期的に更新を実施するようシステムで制御する。
・異動等の事由が生じたことにより、不要となったユーザIDについては、ユーザID管理者が失効等の処
理を行っている。

 特定個人情報の使用の記録 [ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している

 アクセス権限の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている

2) 記録を残していない

 具体的な方法

「情報セキュリティの確保に関する規程」（平成13年財務省訓令第11号）に基づく「情報セキュリティ対策
基準」（平成13年財務省の情報セキュリティ委員会決定・平成18年全面改正）により、e-Taxへのログイ
ンの記録及び保有情報へのアクセスログの記録を行う。アクセスログについては、どの職員が、いつ、ど
の事務処理を実施したのかを、８年間ハードディスクに保存する。また、アクセスログについては、必要
に応じて内容の点検を実施する。
（※）　情報セキュリティ対策基準は、情報セキュリティ政策会議の決定する「政府機関の情報セキュリ
　　　ティ対策のための統一基準」に沿って定められたものである。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 リスクに対する措置の内容

・特定個人情報の提供は、法令の規定がある場合以外は認められない旨を職員等に周知する。また、
国税通則法第126条において、国税に関する調査等に関する事務に従事している者が、その事務に関し
て知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを２年以下の懲役又は100万円以下の罰金
に処する旨が規定されている。
・国税庁のシステムにおいては、当該職員の職責に応じて処理可能なメニューのみを表示することで、
業務に不必要な処理を行えない仕組みとする。また、前記の職責に応じてアクセスできる情報を制限す
る。
・「個人情報の保護に関する基本方針」（平成16年閣議決定）に基づき個人情報保護に関する研修会
を、「国税情報システムに係るセキュリティの確保のための実施細則」（平成20年国税庁事務運営指針）
に基づき情報セキュリティに関する研修会を、全職員を受講対象として年１回実施し、業務外利用の禁
止等について徹底する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

・特定個人情報の提供は、法令の規定がある場合以外は認められない旨を職員等に周知する。また、
国税通則法第126条において、国税に関する調査等に関する事務に従事している者が、その事務に関し
て知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを２年以下の懲役又は100万円以下の罰金
に処する旨が規定されている。
・「国税情報システムに係るセキュリティの確保のための実施細則」において、電子情報は、作成、編
集、利用又は保全を目的として行うバックアップ以外で複製してはならないこととする。
・職員の職責によりアクセスできる情報を制限しており、業務に不必要な処理は行えない仕組みにすると
ともに、不正に複製されるリスクへの対応として、システム管理者から許可を得た職員以外は特定個人
情報ファイルを複製できないよう、プログラムにより制御を行う。
・移行作業実施者に特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発行する場合には、当該IDの権限及
び数は必要最小限とし、移行作業実施者が範囲を超えた操作を行えないよう、システム的に制御する。
・移行作業をシステム間でのデータ転送等により行う場合は、専用線による接続を行うことで外部からの
読み取りを防止する。
・移行作業実施者以外は対象ファイルにアクセスできないこととし、リスク範囲を限定する。
・移行以外の目的・用途でファイルを複製しないよう、移行作業に関係する者に対して周知徹底する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

部外者によって不正に使用されるリスクに対しては、以下の措置を講じる。
・特定個人情報ファイルの使用時における特定個人情報が漏えい・紛失するリスクに対して、職員の執務スペースに部外者が立ち入る
ことができないようにするとともに、業者等の部外者が職員の執務スペースに立ち入る場合には、職員が立会いをするなど、不適切な
行為がないよう適切に管理する。
なお、万一、施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した場合に備えて、契約書において、秘密保持義務を規定す
る。
・職員が離席する際には、パスワード設定されたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用するなど、情報漏えい、なりすまし等の不正
行為を防止する措置を講じる。
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 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ] 委託しない

 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

[ ] ＜選択肢＞
1） 制限している 2） 制限していない

 具体的な制限方法

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 具体的な方法

 特定個人情報の提供ルール [ ] ＜選択肢＞

 特定個人情報の消去ルール [ ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

1） 定めている 2） 定めていない

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法
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2） 定めていない

 規定の内容

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

＜選択肢＞

[ ] 1） 定めている

 具体的な方法

 その他の措置の内容

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

＜選択肢＞

[ ] 1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [ ] 提供・移転しない

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

[ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

【地方税当局への提供】
国税当局と地方税当局との間の情報連携については番号法第19条第10号及び番号法施行令第22条
等の規定に基づき、
①特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の
項目その他主務省令で定める事項を記録して、７年間保存する
②提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨及びその理由を遅滞なく個人情報保護委
員会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を受ける者が同様の体制を整備しているこ
とを確認する
③情報連携を行う場合、電子データについては、番号法施行規則第20条第３号の規定に基づく、安全性
及び信頼性を確保するために必要な基準として、内閣総理大臣が定める基準に従って行う
④情報連携を行う場合、書面については、特定個人情報の安全性を確保するために必要な措置として、
内閣総理大臣が定める措置に従って行う
などの措置をとる。
【内閣総理大臣（口座情報登録システムへの提供】
国税当局から内閣総理大臣へ提供する特定個人情報の項目については公的給付の支給等の迅速か
つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律等に基づき行う。
また、提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨及びその理由を遅滞なく個人情報保
護委員会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を受ける者が同様の体制を整備して
いることを確認する。

 その他の措置の内容 ―

 具体的な方法

【地方税当局への提供】
・国税当局と地方税当局との間の情報連携については、番号法第19条第10号、番号法施行令第22条及
び番号法施行規則第20条等の規定に基づき、特定個人情報（所得税の確定申告情報等）の提供を行
う。
・その際には、番号法第19条第10号、番号法施行令第22条等の規定に基づき、特定個人情報の提供を
受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目を記録して、７年間保
存するなどの措置をとる。
・なお、国税当局と地方税当局との間の情報連携については、国税当局と地方税当局のみをつないだ
専用線を用い、暗号化した上で、決められた情報のみ提供するようにシステムで制御する。
【内閣総理大臣（口座情報登録システム）への提供】
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第５条の規定に
基づき、国税当局から内閣総理大臣へ特定個人情報（公的給付支給等口座）の提供を行う。
その際には、番号法第12条の規定に基づき、特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報
の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目を記録したログを一定期間保存し、必要に応じて内容
の点検を実施するなどの措置をとる。

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

[ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

【地方税当局への提供】
国税当局と地方税当局との間の情報連携については、
①電子データについては、番号法施行規則第20条第２号の規定に基づく、安全性及び信頼性を確保す
るために必要な基準として、内閣総理大臣が定める基準に従って行うこととし、
②書面については、特定個人情報の安全性を確保するために必要な措置として、内閣総理大臣が定め
る措置に従って行うこととする。
なお、国税当局と地方税当局との間の情報連携については、国税当局と地方税当局のみをつないだ専
用線を用い、暗号化した上で、決められた情報のみ提供するようにシステムで制御する。【内閣総理大
臣（口座情報登録システムへの提供】
国税庁の次世代システムから口座情報登録システムへの特定個人情報の提供については、専用線を
使用し、暗号化した上で決められた情報のみ提供する仕組みとするため、その他の方法で特定個人情
報が提供されることはない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

【地方税当局への提供】
国税当局と地方税当局との間の情報連携については、
①電子データについては、番号法施行規則第20条第３号の規定に基づく、安全性及び信頼性を確保す
るために必要な基準として、内閣総理大臣が定める基準に従って行うこととし、
②書面については、特定個人情報の安全性を確保するために必要な措置として、内閣総理大臣が定め
る措置に従って行うこととする。
なお、国税当局と地方税当局との間の情報連携については、国税当局と地方税当局のみをつないだ専
用線を用い、暗号化した上で、決められた情報のみ提供するようにシステム的に担保する。【内閣総理
大臣（口座情報登録システムへの提供】
国税庁の次世代システムから口座情報登録システムへの特定個人情報の提供については、専用線を
使用し、暗号化した上で決められた情報のみ提供する仕組みとするため、誤った情報や誤った相手に対
して特定個人情報が提供されることはない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

国税庁の次世代システムから口座情報登録システムへの特定個人情報の提供については、専用線を使用し、情報を暗号化すること
で、通信内容の秘匿及び盗聴防止の対応をする。
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 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 [ ○ ] 接続しない（入手） [ ○ ] 接続しない（提供）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容
お知らせ情報を対象者（マイナポータル利用者）へ連絡するために対象者の個人番号対応符号のみ情
報提供ネットワークシステム経由で取得するようシステムで制御する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容
国税庁の次世代システムが入手する個人番号対応符号は、情報提供ネットワークシステムのコアシステ
ム経由で取得されるが、情報提供ネットワークシステムにおいて、符号の生成は暗号演算により自動的
に変換されるものであるため、情報の正確性は担保する。

3） 課題が残されている

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容
情報提供ネットワークシステムのインターフェイスシステム経由で接続されるため、安全に入手されるこ
とがシステムにより担保される。インターフェイスシステムとの間の通信は専用線によって行われ、かつ
通信自体は暗号化される。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容
国税庁の次世代システムと情報提供ネットワークシステム間の回線を通じて入手する場合は、専用線を
用いて、暗号化して入手することにより情報漏えい防止措置を講じる。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容 上記リスク５と同様に、個人番号対応符号が不適切な方法で提供されないようシステムで制御する。

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容
前提として情報提供ネットワークシステムを通じた特定個人情報の提供要求はなく、国税庁の次世代シ
ステムからの各種お知らせ情報の通知を行う手段として個人番号対応符号を提供（連絡）する。国税庁
の次世代システムにおいて個人番号対応符号の不正な提供が行われないようシステムで制御する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

3） 課題が残されている

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

・本人確認情報照会に基づく厳格な本人確認が完了した個人番号をもとに、住民基本台帳ネットワーク
システムを通じて情報提供ネットワークシステムに対し個人番号対応符号の取得要求を実施する。これ
により取得した個人番号対応符号を利用し、誤った対象者にお知らせ情報を連絡しないようシステムで
制御する。
・本人確認情報照会に基づく厳格な本人確認が完了した個人番号とe-Taxの利用者識別番号において
管理されたお知らせ情報の関連付けの正確性を担保することで誤ったお知らせ情報を提供するリスクに
対応する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

国税庁の次世代システムと情報提供ネットワークシステム（コアシステム）との間は、通信の暗号化等の高度なセキュリティを維持した
専用ネットワーク（政府共通ネットワーク）を利用し、安全性を確保する。
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 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

 ①NISC政府機関統一基準群 [ 十分に遵守している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している
3） 十分に遵守していない 4） 政府機関ではない

 ②安全管理体制 [ 十分に整備している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ③安全管理規程 [ 十分に整備している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

[ 十分に周知している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて周知している 2） 十分に周知している
3） 十分に周知していない

 ⑤物理的対策 [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

（1）　オンプレミス環境における物理的対策
・特定個人情報を保有しているサーバの設置場所については、有人による監視や入退館（室）装置によ
る管理をしている建物の中で、取り扱う情報の重要度等に応じて設定した情報取扱区域のクラス区分
（区画）に応じた管理対策（入室制限）及び利用権限による情報取扱制限を設けた上で、併せて生体認
証による入退室管理等の対策を講じる。
なお、国税庁においては個人番号の有無にかかわらず納税者情報について、最も厳重な制限を実施す
る区画において管理する。
・サーバ室の入退室については、システム管理者が許可した者に限定しており、サーバへのアクセスはＩ
Ｄとパスワードによる認証が必要となる。
（2）　税務署等における物理的対策について
・税務署等で受理した申告書等については、職員のみ立ち入ることができる耐火書庫や、外部倉庫業者
の倉庫に保管する。
(３）　クラウド環境における物理的対策
・　クラウド事業者を選定する際の調達要件として、当該クラウドサービスが政府情報システムのための
セキュリティ評価制度（ISMAP）に基づくクラウドサービスリストに掲載されている事業者であることとす
る。
・　具体的な対策の内容としては、例えば、クラウド事業者は保有・管理するクラウド環境を日本国内に
設置し、当該事業者が電子錠による入退室制限等の物理的なアクセス制御手段により、クラウドの運用
環境には許可された利用者のみが入退室できるようにし、監視カメラ等による入退室及び室内映像を収
集し、入退室の記録を取得することとする。
・　国税庁長官の定めるクラウド認定基準に基づき認定クラウド等の提供事業者及び利用者の責任にお
いて、提供事業者及び利用者各々の立場から安全管理措置（物理的対策を含む。）を講じる。

 ⑥技術的対策 [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

・不正プログラム対策
　ウイルス対策ソフトを使用して、サーバ及び職員用パソコンで定期的にウイルスチェックを実施する。ま
た、定期的に、検証済みのパターンファイルに更新する。
　なお、サーバ及び職員パソコンへのソフトウェア導入は、セキュリティ管理者の許可を得るとともに、シ
ステム的な検証等を実施した上で、システム管理者が実施することとしており、不正なプログラムの導入
を防止する。
　また、サーバ及び職員パソコンについては、オペレーティングシステム、ミドルウェア及びドライバのセ
キュリティ情報等を収集し、必要に応じて、修正プログラムを導入する。
・不正アクセス対策
　外部からのアクセスに対しては、ファイアウォールや不正侵入検知システムを導入することにより、不
正なアクセスを検知した上で遮断する。
　また、国税庁内からデータベースへのアクセスに対しては、ファイアウォールで不正アクセスを遮断す
るとともに、プログラムにより、アクセス制御しており、システム管理者から許可を得た者以外は、データ
ベースの参照・更新・消去することができない仕組みとする。
・クラウド環境の対策
国税庁長官の定めるクラウド認定基準に基づき認定クラウド等の提供事業者及び利用者の責任におい
て、提供事業者及び利用者各々の立場から安全管理措置（技術的対策を含む。）を講じる。

 ⑦バックアップ [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知

[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない
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 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生あり ] ＜選択肢＞
1） 発生あり

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している ] ＜選択肢＞
1） 保管している 2） 保管していない

2） 発生なし

 その内容

令和３年度：
・所得税の住宅借入金等特別控除関係書類の誤廃棄（約2,600件分）
・個人事業の開業・廃業等届出書類の誤廃棄（約67,000件分）
令和２年度：
・相続税の申告書等関係書類の誤廃棄（約270件分）
・所得税の住宅借入金特別控除証明書の税務署控の誤廃棄（約5,000件分）
・個人事業の開業・廃業等届出書類の誤廃棄（約17,000件分）
令和元年度：
・源泉所得税関係の簿書の誤廃棄（約24,600件分）。

 再発防止策の内容

誤送付・誤廃棄防止策として、文書発送及び簿書廃棄作業時における複数人による現物確認の実施、
また、紛失・情報の無断持ち出し防止策として、行政文書の外部持ち出し時の事務手続きの遵守及び職
員の綱紀保持を徹底するなど、管理体制の整備、規定・マニュアルの整備・見直し、職員の指導監督、
事務監査を実施する。

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容

国税庁の次世代システムでは、所得税、消費税などの申告書、法定調書など、各種申請・届出につい
て、書面に代えてインターネット、専用線又は認定クラウド等を通じて収受を行い、当該電子情報を原本
として保存する。したがって、修正申告書等が提出されたとしても、当初の確定申告書等は、保存期間ま
で常に原本のまま保管する必要があり、古い情報のまま保管することになる。
なお、申告書等は提出された年分ごとに区分して管理する。

 具体的な保管方法
死者の個人番号は、生存する個人の個人番号と分けて管理しないため、「Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対策」において示す、生存する個人の個人番号と同様の管理を行う。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 手順の内容

・「国税情報システムに係るセキュリティの確保のための実施細則」において、電子情報として保存され
た行政文書のうち、保存期間を満了し廃棄すべきものについては、「国税庁行政文書管理規則」の規定
に基づき確実に消去しなければならないと規定している。
・削除対象データについては、システム管理者から許可を得た職員が削除対象を指定することで消去す
ることとし、システム管理者から許可を得ていない職員が誤って消去することのないようにする。
＜オンプレミス環境の場合＞
・特定個人情報等が記録された機器を廃棄する場合、専用のデータ消去ツールにより、データを復元で
きないよう電子的に完全に消去するか、物理的な破壊（磁気消去を含む。）によりデータを復元できない
よう完全に消去し、消去証明書を提出させる。
＜クラウド環境の場合＞
・データの復元がなされないよう、クラウド事業者においてISMAP等の管理基準に準拠した廃棄プロセス
を確保し、消去証明書を提出させる。
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

・特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合、事案の内容に応じて以下の対応をする。
①特定個人情報の漏えい等事案の発生連絡を行う。
②事実関係の調査、原因の究明及び影響範囲の特定を行う。
③職員又は運用保守業者へサービス停止や調査、復旧作業を指示する。
④影響を受ける可能性のある本人へ連絡等を行う。
⑤再発防止策を検討し、速やかに実施する。
⑥個人情報保護委員会、内閣サイバーセキュリティセンター及び総務省へ報告する。
⑦事案の内容等に応じて、事実関係及び再発防止策等の公表を行う。
・認定クラウド等においては、国税庁長官の定めるクラウド認定基準に基づき、認定クラウド等の提供事業者及び利用者の責任におい
て、提供事業者及び利用者各々の立場から安全管理措置（特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対す
る措置）を講じる。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
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Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 １．特定個人情報ファイル名

(2)納税者情報管理特定個人情報ファイル、(3)所得税特定個人情報ファイル、（4）資産税特定個人情報ファイル、（5）源泉所得税特定
個人情報ファイル、（6）酒税特定個人情報ファイル、（7）間接諸税特定個人情報ファイル、（8）債権管理特定個人情報ファイル、（9）非課
税貯蓄限度額管理特定個人情報ファイル、(10)資料調査特定個人情報ファイル、(11)少額投資非課税口座管理特定個人情報ファイ
ル、 (12)法人税特定個人情報ファイル、(13)消費税特定個人情報ファイル、(14)査察特定個人情報ファイル、(15)不服申立関係特定個
人情報ファイル、(16)徴収特定個人情報ファイル
以下、下記のとおり入手元に区分して記載【該当特定個人情報ファイル】
①本人又は本人代理人からの入手（ｅ-Ｔａｘによる入手含む。）【(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(12)(13)(15)】
②法定調書提出義務者等からの入手（ｅ-Ｔａｘによる入手含む。）【(2)(10)】
③金融機関の営業所等、金融商品取引業者等の営業所（金融機関等）からの入手（ｅ-Ｔａｘによる入手含む。）【(2)(9)(11)】
④地方公共団体情報システム機構からの入手【(2)】
⑤地方公共団体からの入手【(3)(10)】
⑥評価実施機関内の他部署【(12)(13)(14)(15)(16)】
⑦調査対象者の取引先等の関係者【（10）】
⑧外国税務当局からの入手【（10）】

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

①への措置
各税法に基づいて提出される納税申告書は、申告納税方式によるものであることから、納税者本人（本
人の代理人としての税理士）が記載して提出するものであり、当該納税申告書においては、当該納税者
の情報しか入手することができない。
②への措置
各税法等に基づいて提出される法定調書等は、法令で規定された事項のみ記載されて提出されるた
め、当該事項以外は入手できない。
③への措置
各税法に基づいて金融機関等から提出される税務関係書類（納税者から金融機関等を経由して提出さ
れる書類を含む。）は法令で規定された事項のみ記載されて提出されるため、当該事項以外は入手でき
ない。
④への措置
番号法第14条第２項において、「個人番号利用事務を処理するために必要があるときは・・・機構に対し
機構保存本人確認情報の提供を求めることができる」と規定されており、事務処理に必要な者以外の情
報は入手できない。
なお、不必要な情報入手の牽制及び事務処理に必要のない者の情報入手の有無について事後の確認
を目的として、アクセスログを取得する。
⑤への措置
地方公共団体からの入手については、所得税の適正な課税を行うため、地方税法第72条の58、317条
及び番号法第19条第10号等に基づき、地方税当局より必要な情報のみ提供されることから、対象者以
外の情報は入手できない。
⑥への措置
庁内連携システムから入手する情報については、あらかじめ定められているシステム上の仕様に基づ
き、対象者のみを連携対象とした処理方法を採っているため、対象者以外の情報を入手することはでき
ない。
⑦への措置
国税通則法第74条の２第１項等において、「調査について必要があるときは・・・その者の事業に関する
帳簿書類その他の物件の提示若しくは提出を求めることができる。」旨が規定されており、あらゆる者の
特定個人情報の提出を求めることができるわけではなく、調査に必要があるときに限定する。
⑧への措置
租税条約等を締結している外国税務当局から、日本居住者の金融口座情報が、各国共通のフォーマッ
トにのっとり、提供されるため、対象者以外の情報を入手することはない。
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 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

①②③への措置
・納税者等が各税法等の規定に基づき、個人番号付きの納税申告書、法定調書等、申請・届出書を提
出する際には、法令・通達において手続に必要な事項を規定した様式を示していることから、納税者本
人は、個人番号の記載が必要であると認識した上で納税申告書等を提出することとなる。
・納税者等の利便性の向上のために書面だけでなく、インターネット（ｅ-Ｔａｘ）による提出も認めている。
④⑤への措置
特定個人情報の入手元である地方公共団体情報システム機構、地方公共団体からは、専用線を用い
て、法令で定められた範囲の情報しか入手しないようシステムで制御する。なお、納税申告書等に記載
された個人番号を確認する際は、地方公共団体情報システム機構に対し、機構保存本人確認情報の提
供を求めることから、国民に対し、不必要な負担を負わせないようにする。
⑥への措置
庁内連携システムから入手する情報については、あらかじめ定められているシステム上の仕様に基づ
き、対象者のみを連携対象とした処理方法を採っているため、不適切な方法により入手することはできな
いようシステムで制御する。
⑦への措置
国税通則法第74条の２第１項等において、「調査について必要があるときは・・・その者の事業に関する
帳簿書類その他の物件の提示若しくは提出を求めることができる。」旨が規定されており、あらゆる者の
特定個人情報の提出を求めることができるわけではなく、調査に必要があるときに限定する。
⑧への措置
外国税務当局からの入手は、共通送受信システム(CTS)を使用することで、租税条約等を締結している
外国税務当局からのみ連絡を行うことができるようにシステムで制御する。

 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

①②③への措置
納税者等が各税法等の規定に基づき、納税申告書、法定調書等、申請・届出書を提出する場合、法令・
通達により手続に必要な事項を規定した様式を示すことで、不必要な情報の入手の防止に努める。
④への措置
番号法第14条第２項において、「個人番号利用事務を処理するために必要があるときは・・・機構に対し
機構保存本人確認情報の提供を求めることができる」と規定されており、事務処理に不必要な情報は入
手できない。
なお、不必要な情報入手の牽制及び事務処理に不要な情報入手の有無について事後の確認を目的と
して、アクセスログを取得する。
⑤への措置
地方公共団体からの入手については、所得税の適正な課税を行うため、地方税法第72条の58、317条
及び番号法第19条第10号等に基づき、地方税当局より必要な情報のみ提供されることから、事務に不
要な情報は入手できない。
⑥への措置
庁内連携システムから入手する情報については、あらかじめ定められているシステム上の仕様に基づ
き、必要な情報のみを連携対象とした処理方法を採っているため、対象者以外の情報を入手することは
できない。
⑦への措置
国税通則法第74条の２第１項等において、「調査について必要があるときは・・・その者の事業に関する
帳簿書類その他の物件の提示若しくは提出を求めることができる。」旨が規定されており、あらゆる者の
特定個人情報の提出を求めることができるわけではなく、調査に必要があるときに限定する。
⑧への措置
租税条約等を締結している外国税務当局から、日本居住者の金融口座情報が、各国共通のフォーマッ
トにのっとり、提供されるため、必要な情報以外を入手することはない。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

135



 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

①への措置（書面による入手）
・本人から個人番号の提供を受ける場合
番号法第16条（本人確認の措置）、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律施行令」（平成26年政令第155号）（以下「番号法施行令」という。）第12条第１項、「行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」（以下「番号法施行規則」
という。）第１条等の規定に基づき、個人番号カード、通知カードと運転免許証又は旅券等による確認の
ほか、番号法施行規則第２条４項の規定に基づき、納税申告書に添付された源泉徴収票等の書類又は
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関
係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件」（平成27年国税庁告示第２
号）（以下「国税庁告示」という。）に規定する書類等で確認するなどの方法により行う。
・代理人から個人番号の提供を受ける場合
番号法第16条、番号法施行令第12条第２項、番号法施行規則第７条等の規定に基づき、代理人の個人
番号カード、運転免許証又は旅券等による確認のほか、代理人が税理士である場合においては、番号
法施行規則第第９条２項等の規定に基づき、税務代理権限証書と税理士名簿に記録されている事項等
の確認又は国税庁告示に規定する書類等で確認するなどの方法により行う。
①への措置（ｅ-Ｔａｘによる入手）
(1)収受・入力特定個人情報ファイルのⅢ．２．リスク３．「入手の際の本人確認の措置の内容」に記載す
る措置を講じる。
②③④⑤への措置
特定個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基づき、本人確認を行った上で情報を入手しているこ
とが前提となっており、国税庁が当該入手元から入手する際は番号法第16条が適用されない（提供を行
う者自身の本人確認は①と同様である）。
⑥への措置
特定個人情報の入手元である庁内連携システムに個人番号を入力する部署において、番号法第16条
の規定に基づき本人確認を行った上で情報を入手していることが前提となっており、庁内連携システム
から入手する際は、番号法第16条が適用されない（提供を行う者自身の本人確認は①と同様である）。
⑦への措置
租税に関する法律の規定による質問・検査等の対象者が番号法第16条の規定に基づき本人確認を
行った上で情報を入手していることが前提となっており、国税庁が当該対象者から入手する際は番号法
第16条が適用されない。
⑧への措置
外国金融機関が共通報告基準に基づき本人確認を行った上で情報を入手していることが前提となって
おり、国税庁が外国税務当局から入手する際は番号法第16条が適用されない。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

①への措置（書面による入手）
・本人から個人番号の提供を受ける場合
番号法第16条、番号法施行令第12条第１項、番号法施行規則第１条等の規定に基づき、個人番号カー
ド、通知カード又は住民票の写し等による確認のほか、国税庁告示に規定する書類等で確認するなど
の方法により行う。
・代理人から個人番号の提供を受ける場合
本人から個人番号の提供を受ける場合と同様の方法により行う。
①への措置（ｅ-Ｔａｘによる入手）
(1)収受・入力特定個人情報ファイルのⅢ．２．リスク３．「個人番号の真正性確認の措置の内容」に記載
する措置を講じる。
②③④⑤への措置
特定個人情報の入手元が番号法第16条の規定に基づき本人確認を行った上で情報を入手していること
が前提となっており、国税庁が当該入手元から入手する際は番号法第16条が適用されない（提供を行う
者自身の個人番号の真正性の確認は①と同様である。）。
⑥への措置
特定個人情報の入手元である庁内連携システムに個人番号を入力する部署において、番号法第16条
の規定に基づき本人確認を行った上で情報を入手していることが前提となっており、庁内連携システム
から入手する際は、番号法第16条が適用されない（提供を行う者自身の本人確認は①と同様である）。
⑦への措置
租税に関する法律の規定による質問・検査等の対象者が番号法第16条の規定に基づき本人確認を
行った上で情報を入手していることが前提となっており、国税庁が当該対象者から入手する際は番号法
第16条が適用されない。
⑧への措置
共通送受信システム（CTS）を通じて収受した情報は、国税庁の次世代システムで個人番号の真正性の
確認を行う。
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2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

①②③への措置
・税務署等に来署する場合は、窓口で対面にて収受する。
・郵送の場合は、必ず郵便又は信書便を利用し、記載事項や添付書類に漏れがないよう、十分に確認
の上、所轄の税務署等に送付する旨を、国税庁ホームページにて案内をする。
なお、送付専用封筒の利用を勧奨するなどにより誤配送防止をする。
・署内や確定申告書会場等で税務相談等を行うに当たっては、パーテーション等により仕切られたス
ペースで行う。
・税務署等で受理した申告書等については、職員のみ立ち入ることができる耐火書庫に保管する。
・ｅ-Ｔａｘからの入手は、データセンター内部に限定された回線を用いて入手を行う。
④⑤への措置
特定個人情報の入手元である地方公共団体情報システム機構、地方公共団体からの入手は、国税当
局と入手元のみをつないだ専用線を用いて行う。
⑥への措置
データセンター内部に限定された回線を用いて入手を行う。
⑦への措置
「行政文書等を庁舎外へ持ち出す場合の管理について」（平成24年国税庁事務運営指針）において、用
務先で取得した書類には、封筒に封入の上、鞄等にしまうなど散逸防止の措置を講じた上で持ち帰ると
規定しており、これについて職員に周知徹底する。また、用務先で借用、取得若しくは作成した書類につ
いては、持ち出し用ファイルに綴った上で封筒に封入するなど散逸防止の措置を講じる。
なお、一時的に書類等を預かる場合には、預り証の交付を行っている。また、納税者等から電子データ
で特定個人情報を入手する場合は、原則として暗号化した上で国税当局が調達した電子記録媒体に格
納して搬送することとする。
⑧への措置
外国税務当局からの入手は、共通送受信システム（CTS）を経由して行う。CTSへのアクセスは、事前に
各国税務当局が登録した電子証明書による認証が必要となるほか、SFTP方式による通信経路の暗号
化を行うことにより高度な安全性が担保される。
なお、入手するデータについても、電子証明書を付して暗号化を行うことで、改ざん検知やなりすまし防
止等の措置を講じる。また、各国税務当局が同様の方法を採用することとする。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

①②③⑧への措置
・国税庁の次世代システムでは、各税法等に基づいて国税当局に提出する所得税、消費税等の申告、
法定調書、各種申請・届出や納税の事績等を入力することにより、国税債権などを一元的に管理すると
ともに、これらを分析して税務調査等に活用する。
・納税者の申告内容を帳簿等で確認し、申告内容に誤りがあれば是正を求めるなどの対応を行う。
④⑤への措置
特定個人情報の入手元である地方公共団体情報システム機構、地方公共団体において、正確性を確
保する。
⑥への措置
特定個人情報の入手元である庁内連携システムに個人番号を入力する部署において、正確性を確保す
る。
⑦への措置
納税者等から入手する特定個人情報は、提出された申告書等や、調査により収集した情報等と突合す
ることにより、正確な情報であるか確認を行う。
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 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 その他の措置の内容 ―

2） 行っていない

 具体的な管理方法

・共用のIDを発行せず、必ずユーザごとにIDを発行する。
・パスワードは、定期的に更新を実施するようシステムで制御する。
・異動等の事由が生じたことにより、不要となったユーザIDについては、ユーザID管理者が失効等の処
理を行う。

 特定個人情報の使用の記録 [ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している

 アクセス権限の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている

2) 記録を残していない

 具体的な方法

「情報セキュリティの確保に関する規程」（平成13年財務省訓令第11号）に基づく「情報セキュリティ対策
基準」（平成13年財務省の情報セキュリティ委員会決定・平成18年全面改正）により、国税庁の次世代シ
ステムへのログインの記録及び保有情報へのアクセスログの記録を行う。アクセスログについては、ど
の職員が、いつ、どの事務処理を実施したのかを、１年間程度、ハードディスクや外部記録媒体に保存
する。また、保存したアクセスログについては、必要に応じて内容の点検を実施する。
（※）　情報セキュリティ対策基準は、情報セキュリティ政策会議の決定する「政府機関の情報セキュリ
ティ対策のための統一基準」に沿って定められたものである。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法

①　ID／パスワードの発行管理
・アクセス権限が必要となった場合、ユーザＩＤ管理者が、事務に必要となる情報にアクセスできるユーザ
ＩＤを発行する。
・ユーザＩＤ管理者が事務ごとに必要となるアクセス権限の管理表を作成する。
・異動等により新たなアクセス権限が必要となった場合には、ユーザID管理者が異動等の内容に基づ
き、事務に必要となる情報へのアクセスが可能となる権限を、その職員のユーザIDに対して付与する。
②　失効管理
職員に異動等の事由が生じた場合は、ユーザID管理者は、当該職員の異動等を確認して、ユーザIDの
失効処理又は権限の変更を行う。

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法

・システムを利用する必要がある職員を特定するとともに、当該職員の職責によりアクセスできる情報を
制限しており、個人ごとにユーザＩＤを割り当て、ＩＤ及びパスワードによる認証を行う。
・また、なりすましによる不正を防止する観点から、共用ＩＤの利用を禁止する。
・なお、職員が離席する際には、パスワード設定されたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用するな
ど、情報漏えい、なりすまし等の不正行為を防止する措置を講じる。

 その他の措置の内容
インターネットを扱う端末と業務システムを扱う端末を分けており、業務システムで使用する端末につい
ては外部と接続していない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

 宛名システム等における措置
の内容

国税庁の次世代システムでは、個人番号を用いた事務処理を行わないサブシステムからアクセスできな
いようプログラム制御を行う。

 事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

国税庁の次世代システムでは、個人番号を用いた事務処理を行わないサブシステムからアクセスできな
いようプログラム制御を行うため、業務上個人番号との紐付けが必要のない情報と紐付けされることは
ない。
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

部外者によって不正に使用されるリスクに対しては、以下の措置を講じる。
・特定個人情報ファイルの使用時における特定個人情報が漏えい・紛失するリスクに対して、職員の執務スペースに部外者が立ち入る
ことができないようにするとともに、業者等の部外者が職員の執務スペースに立ち入る場合には、職員が立会いをするなど、不適切な
行為がないよう適切に管理する。なお、万一、施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した場合に備えて、契約書
において、秘密保持義務を規定している。
・職員が離席する際には、パスワード設定されたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用するなど、情報漏えい、なりすまし等の不正
行為を防止する措置を講じる。
・特定個人情報ファイルを庁舎外で使用する際の特定個人情報が漏えいするリスクへの対策として、複数の認証方式の採用、専用回
線の使用、シンクライアント方式の導入により端末へのデータ保存の制限などのセキュリティ対策を講じる。
・特定個人情報ファイルをダウンロードするリスク対策として、当該ファイルを国税の専用回線を通じてインターネットと分離されている
サーバへダウンロードするほか、ダウンロード先の限定、他フォルダへの持ち出し制御、保存期間の設定により定期的にファイルを削除
するなどのセキュリティ対策を講じる。
　また、ダウンロード権限及びファイルへのアクセス権限の制限並びにダウンロードログ及びアクセスログの取得を行い、それらの点検
を行うこととする。
・特定個人情報が記載された申告書等を税務署等間で送付する場合には、第三者が当該特定個人情報を確認できないように封書をし
た上で、原則として自社便を使用して搬送する。
　また、搬送を委託する場合においても、安全管理措置を適切に実施した上で行う。

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

・「国税情報システムに係るセキュリティの確保のための実施細則」において、電子情報は、作成、編
集、利用又は保全を目的として行うバックアップ以外で複製してはならないと規定している。
・職員の職責によりアクセスできる情報を制限しており、業務に不必要な処理は行えない仕組みにすると
ともに、不正に複製されるリスクへの対応として、システム管理者から許可を得た職員以外は特定個人
情報ファイルを複製できないようプログラムにより制御を行う。
・移行作業実施者に特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発行する場合には、当該IDの権限及
び数は必要最小限とし、移行作業実施者が範囲を超えた操作を行えないよう、システム的に制御する。
・移行作業をシステム間でのデータ転送等により行う場合は、専用線による接続を行うことで外部からの
読み取りを防止する。
・移行作業実施者以外は対象ファイルにアクセスできないこととし、リスク範囲を限定する。
・移行以外の目的・用途でファイルを複製しないよう、移行作業に関係する者に対して周知徹底する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 リスクに対する措置の内容

・国税庁のシステムにおいては、当該職員の職責に応じて処理可能なメニューのみを表示することで、
業務に不必要な処理を行えない仕組みとする。また、前記の職責に応じてアクセスできる情報を制限す
る。
・「個人情報の保護に関する基本方針」（平成16年閣議決定）に基づき個人情報保護に関する研修会、
「国税情報システムに係るセキュリティの確保のための実施細則」（平成20年国税庁事務運営指針）に
基づき、業務外利用の禁止等を徹底するため、全職員を受講対象として、情報セキュリティに関する研
修会を年１回実施する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

・法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託については、契約書及び調達仕様書におい
て、納入終了の都度、委託先の責任と負担において個人情報を消去しなければならない旨を規定すると
ともに、消去の方法、完了日等を報告する旨を規定する。
・委託元において、業務終了後、実地により、その内容を確認する。

 具体的な方法
法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託については、調達仕様書において、「作業管
理表」を作成し、作業を行う都度、事績を記録する旨を規定し、作業場責任者がその内容を確認するとと
もに委託元においても定期的にその内容を確認する。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている ] ＜選択肢＞

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

1） 定めている 2） 定めていない

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

・法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託については、調達仕様書及び委託契約書に
おいて、委託先は他者へ委託し、又は請け負わせてはならない旨規定する。
・委託元において、業務期間前後及び業務期間中に実地の監査を実施することにより、委託先の業務
履行能力、契約内容の遵守状況について確認することとする。

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

１　法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託については、調達仕様書及び委託契約書
に基づき、次のとおり実施する。
①インハウス型委託（受託者の作業場ではなく、国税当局が用意した場所で源泉徴収票等の入力業務
を行わせる方法）で行い、委託元と委託先間を専用線で接続し、当該専用線のみでデータの授受を行う
とともに委託先のデータ授受担当者は委託元に届け出た者に限定する。
・データエントリー（データ入力）業務に当たっては、クラウド環境上に構築するAI-OCRも利用し、入力業
務の高度化・効率化を図る。
②委託先におけるアクセス記録・作業ログについては、専用線を通じて委託元が随時取得し、定期的及
びセキュリティ上の必要が生じた場合に分析を可能とする。
③専用線が使用できない場合、成果品等の搬送については次のとおり実施する。
・データの暗号化を施した上で、電子記録媒体に記録し、原則として自社便を使用して搬送する。また、
搬送を委託する場合においても、安全管理措置を適切に実施した上で行う。
・搬送に使用する車両は、鋼製有蓋車とし、搬送に使用する容器（受託者が用意する。）は、成果品等の
盗難、破損、汚損及び紛失等を防止するため、施錠可能で堅固な容器（ジュラルミン製トランク等）を用
いる。

２　委託元において、業務期間前後及び業務期間中に実地の監査を実施することにより、委託先の業務
履行能力、契約内容の遵守状況について確認することとする。

 具体的な制限方法

法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託については、調達仕様書及び委託契約書に
おいて、特定個人情報については不正アクセス及びデータ漏えい等のリスクに対し、ユーザＩＤによるア
クセス制御、ファイアウォールによる外部からの不正アクセス防止及びデータの暗号化等、安全管理上
必要な措置を講じなければならない旨を規定し、委託先となる事業者にはその安全管理上必要な措置
を確保させる。

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託については、調達仕様書において、個人情報
保護体制に関する条件として、一般財団法人日本情報経済社会推進協会認定の「プライバシーマーク」
及び「ISMS認証」を取得している者とするほか、社内教育に関する条件として、セキュリティに関する研
修及び特定個人情報に関する研修等を実施する旨を規定し、特定個人情報の保護及び安全管理措置
を適切に行える委託先であることを確認する。

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

[ 制限している ] ＜選択肢＞
1） 制限している 2） 制限していない

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ] 委託しない
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 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

・法定調書の入力業務においては、業務期間前後及び業務期間中に実地の監査を実施することにより、委託先の業務履行能力、契約
内容の遵守状況について確認する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 具体的な方法
法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託については、調達仕様書及び委託契約書に
おいて、委託先から他者への再委託等を禁止する。

 その他の措置の内容 ―

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

＜選択肢＞

[ 再委託していない ] 1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

2） 定めていない

 規定の内容

・法定調書に係るデータエントリー（データ入力）業務の委託については、調達仕様書及び委託契約書に
おいて、以下の事項を規定する。
　①　秘密保持義務
　②　事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止
　③　特定個人情報の目的外利用の禁止
　④　漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任
　⑤　納入終了の都度、特定個人情報の消去
　⑥　従業者に対する監督・教育
　⑦　契約内容の遵守状況についての報告徴求
・　委託元において、業務期間前後及び業務期間中に実地の監査を実施することにより、委託先の業務
履行能力、契約内容の遵守状況について確認することとする。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

＜選択肢＞

[ 定めている ] 1） 定めている
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3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

【地方税当局への提供】
国税当局と地方税当局との間の情報連携については、
①電子データについては、番号法施行規則第20条第３号の規定に基づく、安全性及び信頼性を確保す
るために必要な基準として、内閣総理大臣が定める基準に従って行うこととし、
②書面については、特定個人情報の安全性を確保するために必要な措置として、内閣総理大臣が定め
る措置に従って行うなどとする。
なお、国税当局と地方税当局との間の情報連携については、国税当局と地方税当局のみをつないだ専
用線を用い、暗号化した上で、決められた情報のみ提供するようにシステムで制御する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

【地方税当局への提供】
国税当局と地方税当局との間の情報連携については番号法第19条第10号及び番号法施行令第22条
等の規定に基づき、
①特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の
項目その他主務省令で定める事項を記録して、７年間保存する
②提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨及びその理由を遅滞なく個人情報保護委
員会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を受ける者が同様の体制を整備しているこ
とを確認する
③情報連携を行う場合、電子データについては、番号法施行規則第20条第３号の規定に基づく、安全性
及び信頼性を確保するために必要な基準として、内閣総理大臣が定める基準に従って行う
④情報連携を行う場合、書面については、特定個人情報の安全性を確保するために必要な措置として、
内閣総理大臣が定める措置に従って行う
などの措置をとる。

 その他の措置の内容 ―

 具体的な方法

【地方税当局への提供】
・国税当局と地方税当局との間の情報連携については、番号法第19条第10号、番号法施行令第22条及
び番号法施行規則第20条等の規定に基づき、特定個人情報（所得税の確定申告情報等）の提供を行
う。
・その際には、番号法第19条第10号、番号法施行令第22条等の規定に基づき、特定個人情報の提供を
受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目を記録して、７年間保
存するなどの措置をとる。
・なお、国税当局と地方税当局との間の情報連携については、国税当局と地方税当局のみをつないだ
専用線を用い、暗号化した上で、決められた情報のみ提供するようにシステムで制御する。

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

[ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

[ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [ ] 提供・移転しない

142



1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

【地方税当局への提供】
国税当局と地方税当局との間の情報連携については、
①電子データについては、番号法施行規則第20条第３号の規定に基づく、安全性及び信頼性を確保す
るために必要な基準として、内閣総理大臣が定める基準に従って行うこととし、
②書面については、特定個人情報の安全性を確保するために必要な措置として、内閣総理大臣が定め
る措置に従って行うこととする。
なお、国税当局と地方税当局との間の情報連携については、国税当局と地方税当局のみをつないだ専
用線を用い、暗号化した上で、決められた情報のみ提供するようにシステム的に担保する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
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3） 課題が残されている

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

3） 課題が残されている

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 [ ○ ] 接続しない（入手） [ ○ ] 接続しない（提供）
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 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生あり ] ＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知

[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

・不正プログラム対策
　ウイルス対策ソフトを使用して、サーバ及び職員用パソコンで定期的にウイルスチェックを実施する。ま
た、定期的に、検証済みのパターンファイルに更新する。
　なお、サーバ及び職員パソコンへのソフトウェア導入は、セキュリティ管理者の許可を得るとともに、シ
ステム的な検証等を実施した上で、システム管理者が実施することとしており、不正なプログラムの導入
を防止する。
　また、サーバ及び職員パソコンについては、オペレーティングシステム、ミドルウェア及びドライバのセ
キュリティ情報等を収集し、必要に応じて、修正プログラムを導入する。
・不正アクセス対策
　外部からのアクセスに対しては、物理的にネットワークを分離することでアクセスそのものを遮断する。
　また、国税庁内からデータベースへのアクセスに対しては、ファイアウォールで不正アクセスを遮断す
るとともに、プログラムにより、アクセス制御しており、システム管理者から許可を得た者以外は、データ
ベースを参照・更新・消去することができない仕組みとする。
・クラウド環境の対策
　データエントリー（データ入力）業務において、クラウド環境に入力したデータについては、AI-OCR処理
後、システムにより自動的に消去する。
　クラウドサービスの利用に当たり、当庁がシステム及びデータのアクセス権を設定することにより、クラ
ウド事業者は個人情報にアクセスすることは出来ないほか、侵入検知及び侵入防止策を行い、ログの
監視・解析も実施する。
　おって、AI-OCRサーバとのデータ授受は専用線で行い、通信内容の秘匿及び盗聴防止の措置を講じ
る。

 ⑦バックアップ [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

（１）　オンプレミス環境における物理的対策
・特定個人情報を保有しているサーバの設置場所については、有人による監視や入退館（室）装置によ
る管理をしている建物の中で、取り扱う情報の重要度等に応じて設定した情報取扱区域のクラス区分
（区画）に応じた管理対策（入室制限）及び利用権限による情報取扱制限を設けた上で、併せて生体認
証による入退室管理等の対策を講じる。なお、国税庁においては個人番号の有無にかかわらず納税者
情報について、最も厳重な制限を実施する区画において管理する。
・また、サーバ室の入退室については、システム管理者が許可した者に限定しており、サーバへのアクセ
スはＩＤとパスワードによる認証が必要となる。
（２）　税務署等における物理的対策について
・税務署等で受理した申告書等については、職員のみ立ち入ることができる耐火書庫や、外部倉庫業者
の倉庫に保管する。
（３）　クラウド環境における物理的対策
・　クラウド事業者を選定する際の調達要件として、当該クラウドサービスが政府情報システムのための
セキュリティ評価制度（ISMAP）に基づくクラウドサービスリストに掲載されている事業者であることとす
る。
・　具体的な対策の内容としては、例えば、クラウド事業者は保有・管理するクラウド環境を日本国内に
設置し、当該事業者が電子錠による入退室制限等の物理的なアクセス制御手段により、クラウドの運用
環境には許可された利用者のみが入退室できるようにし、監視カメラ等による入退室及び室内映像を収
集し、入退室の記録を取得することとする。

 ⑥技術的対策 [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ⑤物理的対策 [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

[ 十分に周知している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて周知している 2） 十分に周知している
3） 十分に周知していない

 ③安全管理規程 [ 十分に整備している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ②安全管理体制 [ 十分に整備している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

 ①NISC政府機関統一基準群 [ 十分に遵守している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している
3） 十分に遵守していない 4） 政府機関ではない
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

・特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合、事案の内容に応じて以下の対応をする。
①特定個人情報の漏えい等事案の発生連絡を行う。
②事実関係の調査、原因の究明及び影響範囲の特定を行う。
③職員又は運用保守業者へサービス停止や調査、復旧作業を指示する。
④影響を受ける可能性のある本人へ連絡等を行う。
⑤再発防止策を検討し、速やかに実施する。
⑥個人情報保護委員会、内閣サイバーセキュリティセンター及び総務省へ報告する。
⑦事案の内容等に応じて、事実関係及び再発防止策等の公表を行う。
・ハードウェアの稼働保証や、データの保管については、機器業者が行うこととなる。ただし、保存されたデータの中身については、暗号
化措置を施し、国税庁以外参照できないように制御する。

 手順の内容

削除対象データについては、システム管理者から許可を得た職員が削除対象を指定することで消去す
ることとし、システム管理者から許可を得ていない職員が誤って消去することのないようにする。
＜オンプレミス環境の場合＞
・特定個人情報等が記録された機器を廃棄する場合、専用のデータ消去ツールにより、データを復元で
きないよう電子的に完全に消去するか、物理的な破壊（磁気消去を含む。）によりデータを復元できない
よう完全に消去し、消去証明書を提出させる。
＜クラウド環境の場合＞
・データの復元がなされないよう、クラウド事業者においてISMAP等の管理基準に準拠した廃棄プロセス
を確保し、消去証明書を提出させる。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容

税法の規定により、国税当局に提出される所得税、消費税等の申告書、法定調書、各種申請・届出書
は、修正申告書等が提出されたとしても、当初の確定申告書等は、保存期間まで、常に原本として保存
しておく必要があるため、特定個人情報が古い情報のまま保管することとなる。
なお、申告書等は提出ごとに区分して管理する。

 具体的な保管方法
死者の個人番号は、生存する個人の個人番号と分けて管理しないため、「Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対策」において示す、生存する個人の個人番号と同様の管理を行う。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している ] ＜選択肢＞
1） 保管している 2） 保管していない

 その内容

令和３年度：
・所得税の住宅借入金等特別控除関係書類の誤廃棄（約2,600件分）
・個人事業の開業・廃業等届出書類の誤廃棄（約67,000件分）
令和２年度：
・相続税の申告書等関係書類の誤廃棄（約270件分）
・所得税の住宅借入金特別控除証明書の税務署控の誤廃棄（約5,000件分）
・個人事業の開業・廃業等届出書類の誤廃棄（約17,000件分）
令和元年度：
・源泉所得税関係の簿書の誤廃棄（約24,600件分）。

 再発防止策の内容

誤送付・誤廃棄防止策として、文書発送及び簿書廃棄作業時における複数人による現物確認の実施、
また、紛失・情報の無断持ち出し防止策として、行政文書の外部持ち出し時の事務手続きの遵守及び職
員の綱紀保持を徹底するなど、管理体制の整備、規定・マニュアルの整備・見直し、職員の指導監督、
事務監査を実施する。
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2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

「行政文書等を庁舎外へ持ち出す場合の管理について」（平成24年国税庁事務運営指針）において、用
務先で取得した書類には、封筒に封入の上、鞄等にしまうなど散逸防止の措置を講じた上で持ち帰ると
規定しており、これについて職員に周知徹底する。また、用務先で借用、取得若しくは作成した書類につ
いては、持ち出し用ファイルに綴った上で封筒に封入するなど散逸防止の措置を講じる。
なお、一時的に書類等を預かる場合には、預り証の交付を行う。また、納税者等から電子データで特定
個人情報を入手する場合は、原則として暗号化した上で国税当局が調達した電子記録媒体に格納して
搬送することとする。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

租税に関する法律の規定による質問・検査等の対象者が番号法第16条の規定に基づき本人確認を
行った上で情報を入手していることが前提となっており、国税庁が当該対象者から入手する際は番号法
第16条が適用されない。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

租税に関する法律の規定による質問・検査等の対象者が番号法第16条の規定に基づき本人確認を
行った上で情報を入手していることが前提となっており、国税庁が当該対象者から入手する際は番号法
第16条が適用されない。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

納税者等から入手する特定個人情報は、提出された申告書等や、調査により収集した情報等と突合す
ることにより、正確な情報であるか確認を行う。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容
国税通則法第74条の２第１項等において、「調査について必要があるときは・・・その者の事業に関する
帳簿書類その他の物件の提示若しくは提出を求めることができる。」旨が規定されており、あらゆる者の
特定個人情報の提出を求めることができるわけではなく、調査に必要があるときに限定する。

 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

国税通則法第74条の２第１項等において、「調査について必要があるときは・・・その者の事業に関する
帳簿書類その他の物件の提示若しくは提出を求めることができる。」旨が規定されており、あらゆる者の
特定個人情報の提出を求めることができるわけではなく、調査に必要があるときに限定する。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 １．特定個人情報ファイル名

(17)租税に関する法律に基づく調査（犯則事件の調査を除く。）により取得した特定個人情報ファイル

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

国税通則法第74条の２第１項等において、「調査について必要があるときは・・・その者の事業に関する
帳簿書類その他の物件の提示若しくは提出を求めることができる。」旨が規定されており、あらゆる者の
特定個人情報の提出を求めることができるわけではなく、調査に必要があるときに限定する。

2） 十分である
3） 課題が残されている
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 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 その他の措置の内容 ―

2） 行っていない

 具体的な管理方法

・共用のIDを発行せず、必ずユーザごとにIDを発行する。
・パスワードは、定期的に更新を実施するようシステムで制御する。
・異動等の事由が生じたことにより、不要となったユーザIDについては、ユーザID管理者が失効等の処
理を行う。

 特定個人情報の使用の記録 [ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している

 アクセス権限の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている

2) 記録を残していない

 具体的な方法

・使用するパソコンへのログインの記録を行い、特定個人情報ファイルの格納先へのアクセス及び特定
個人情報ファイルの使用のログを記録する。
・電子記録媒体にデータを取り出しする際には、取り出し処理した際のログの記録を行っており、取り出
し状況について定期的に監査を行う。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法

①　ID／パスワードの発行管理
・ユーザＩＤ管理者が事務ごとに必要となるアクセス権限の管理表を作成する。
・異動等により新たなアクセス権限が必要となった場合には、ユーザID管理者が異動等の内容に基づ
き、事務に必要となる情報へのアクセスが可能となる権限を、その職員のユーザIDに対して付与する。
②　失効管理
職員に異動等の事由が生じた場合は、ユーザID管理者が当該ユーザIDの失効処理又は権限の変更を
行う。

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法
・ユーザIDに必要最低限の権限を付与し、事務処理上必要のないデータへのアクセスを制限する。
・また、職員が離席する際には、パスワード設定されたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用するな
ど、情報漏えい、なりすまし等の不正行為を防止する措置を講じる。

 その他の措置の内容
インターネットを扱う端末と業務システムを扱う端末を分けており、業務システムで使用する端末につい
ては外部と接続していない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

 宛名システム等における措置
の内容

地方公共団体の宛名システムに相当する個人番号を参照することが可能な機能を持つ、国税庁の次世
代システムとは接続しない。

 事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

・租税に関する法律に基づく調査により取得した特定個人情報は、実態解明及び情報の正確性等を確
保する目的以外使用できないことを、職員等に周知する。なお、国税庁の次世代システムでは保有する
情報を電子データとして出力できないようにプログラムで制御することから、納税者等から電子データで
入手した情報をシステム的に紐付けることはできない。
・租税に関する法律に基づく調査により取得した特定個人情報は、職務上必要と認められ権限の与えら
れた者しかアクセスできない。
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

部外者によって不正に使用されるリスクに対しては、以下の措置を講じる。
・特定個人情報ファイルの使用時における特定個人情報が漏えい・紛失するリスクに対して、職員の執務スペースに部外者が立ち入る
ことができないようにするとともに、業者等の部外者が職員の執務スペースに立ち入る場合には、職員が立会いをするなど、不適切な
行為がないよう適切に管理する。
なお、万一、施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した場合に備えて、契約書において、秘密保持義務を規定す
る。
・職員が離席する際には、パスワード設定されたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用するなど、情報漏えい、なりすまし等の不正
行為を防止する措置を講じる。
・特定個人情報ファイルを庁舎外で使用する際の特定個人情報が漏えいするリスクへの対策として、複数の認証方式の採用、専用回
線の使用、シンクライアント方式の導入により端末へのデータ保存の制限などのセキュリティ対策を講じる。

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

・①特定個人情報の使用は、法令の規定がある場合以外は、認められない、②国税庁においては、納
税者の課税等に関する情報を取り扱うことから、国家公務員法による守秘義務違反より重い罰則が国
税通則法第127条で定められており、情報の管理には細心の注意払わなければならない旨を職員等に
研修等で周知をする。
・電子記録媒体にデータを取り出しする際には、取り出し処理した際のログの記録を行う。
・電子情報を電子記録媒体に取り出せる者が限定されており、取り出し許可者の許可がなければ持ち出
せない。
・電子情報の取り出し状況について定期的に監査を行う。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 リスクに対する措置の内容

・①特定個人情報の使用は、法令の規定がある場合以外は、認められない旨、②国税庁においては、
納税者の課税等に関する情報を取り扱うことから、国家公務員法による守秘義務違反より重い罰則が
国税通則法第127条で定められており、情報の管理には細心の注意払わなければならない旨を職員等
に研修等で周知をする。
・電子記録媒体にデータを取り出しする際には、取り出し処理した際のログの記録を行う。
・電子情報を電子記録媒体に取り出せる者が限定されており、取り出し許可者の許可がなければ持ち出
せない。
・電子情報の取り出し状況について定期的に監査を行う。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 具体的な方法

 その他の措置の内容

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

＜選択肢＞

[ ] 1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

2） 定めていない

 規定の内容

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

＜選択肢＞

[ ] 1） 定めている

 具体的な方法

 特定個人情報の提供ルール [ ] ＜選択肢＞

 特定個人情報の消去ルール [ ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

1） 定めている 2） 定めていない
 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

 具体的な制限方法

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

[ ] ＜選択肢＞
1） 制限している 2） 制限していない

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ○ ] 委託しない
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

3） 課題が残されている

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

 その他の措置の内容

 具体的な方法

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

[ ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

[ ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [ ○ ] 提供・移転しない
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3） 課題が残されている

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

3） 課題が残されている

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 [ ○ ] 接続しない（入手） [ ○ ] 接続しない（提供）
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 ⑧事故発生時手順の策定・
周知

[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

・不正プログラム対策
　ウイルス対策ソフトを使用して、サーバ及び職員用パソコンで定期的にウイルスチェックを実施する。ま
た、定期的に、検証済みのパターンファイルに更新する。
　なお、サーバ及び職員パソコンへのソフトウェア導入は、セキュリティ管理者の許可を得るとともに、シ
ステム的な検証等を実施した上で、システム管理者が実施することとしており、不正なプログラムの導入
を防止する。
　また、サーバ及び職員パソコンについては、オペレーティングシステム、ミドルウェア及びドライバのセ
キュリティ情報等を収集し、必要に応じて、修正プログラムを導入する。
・不正アクセス対策
　外部からのアクセスに対しては、物理的にネットワークを分離することでアクセスそのものを遮断する。
　また、国税庁内からデータベースへのアクセスに対しては、ファイアウォールで不正アクセスを遮断す
るとともに、プログラムにより、アクセス制御しており、システム管理者から許可を得た者以外は、データ
ベースの参照・更新・消去することができない仕組みとする。
　なお、全てのパソコン及びサーバには、原則として暗号化ソフトを導入する。

 ⑦バックアップ [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

・特定個人情報が記録されている電子記録媒体等は、施錠可能な場所に保管する。
・特定個人情報が記録されているパソコンは、紛失、盗難その他の事故を防止するためにセキュリティワ
イヤで固定するなど必要な措置を講じる。
・特定個人情報が記録されているサーバは、施錠可能なラック内に設置する。

 ⑥技術的対策 [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ⑤物理的対策 [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

[ 十分に周知している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて周知している 2） 十分に周知している
3） 十分に周知していない

 ③安全管理規程 [ 十分に整備している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ②安全管理体制 [ 十分に整備している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

 ①NISC政府機関統一基準群 [ 十分に遵守している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している
3） 十分に遵守していない 4） 政府機関ではない
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リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

リスクに対する措置の内容
調査終了までは、調査対象者から提出された情報をそのまま管理し、原則として訂正を行わない。また、
調査終了後にはデータの削除を行う。

 具体的な保管方法
死者の個人番号は、生存する個人の個人番号と分けて管理しないため、「Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対策」において示す、生存する個人の個人番号と同様の管理を行う。

 その他の措置の内容 ―

リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生あり ] ＜選択肢＞
1） 発生あり

⑩死者の個人番号 [ 保管している ] ＜選択肢＞
1） 保管している 2） 保管していない

2） 発生なし

 その内容

令和３年度：
・所得税の住宅借入金等特別控除関係書類の誤廃棄（約2,600件分）
・個人事業の開業・廃業等届出書類の誤廃棄（約67,000件分）
令和２年度：
・相続税の申告書等関係書類の誤廃棄（約270件分）
・所得税の住宅借入金特別控除証明書の税務署控の誤廃棄（約5,000件分）
・個人事業の開業・廃業等届出書類の誤廃棄（約17,000件分）
令和元年度：
・ 源泉所得税関係の簿書を誤廃棄（約24,600件分）。

 再発防止策の内容

誤送付・誤廃棄防止策として、文書発送及び簿書廃棄作業時における複数人による現物確認の実施、
また、紛失・情報の無断持ち出し防止策として、行政文書の外部持ち出し時の事務手続きの遵守及び職
員の綱紀保持を徹底するなど、管理体制の整備、規定・マニュアルの整備・見直し、職員の指導監督、
事務監査を実施する。

154



1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合、事案の内容に応じて以下の対応をする。
①特定個人情報の漏えい等事案の発生連絡を行う。
②事実関係の調査、原因の究明及び影響範囲の特定を行う。
③職員又は運用保守業者へサービス停止や調査、復旧作業を指示する。
④影響を受ける可能性のある本人へ連絡等を行う。
⑤再発防止策を検討し、速やかに実施する。
⑥個人情報保護委員会、内閣サイバーセキュリティセンター及び総務省へ報告する。
⑦事案の内容等に応じて、事実関係及び再発防止策等の公表を行う。

 手順の内容
調査が終了し、更正決定を行うなどした結果、調査に必要がなくなったときに、調査担当職員が手作業
でパソコンからデータを消去する。また、情報の管理状況を確認するため、管理者による点検を定期的
（年２回）に実施する。

 その他の措置の内容 ―

リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない
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 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

犯則事件の調査に必要があるときに質問・検査・領置・照会（国税通則法第131条）、臨検・捜索・差押
え・記録命令付差押え（同法第132条）を行う場合は、国税通則法に基づき厳格に行われるため、必要な
情報以外を入手することはない。

 その他の措置の内容 ―

リスクへの対策は十分か [ 十分である

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

犯則事件の調査に必要があるときに質問・検査・領置・照会（国税通則法第131条）、臨検・捜索・差押
え・記録命令付差押え（同法第132条）を行う場合は、国税通則法に基づき厳格に行われるため、対象者
以外の不必要な情報の入手が行われることはない。

 １．特定個人情報ファイル名

(18)租税に関する法律に基づく犯則事件の調査により取得した特定個人情報ファイル

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

犯則事件の調査の対象者等が番号法第16条の規定に基づき本人確認を行った上で情報を入手してい
ることが前提となっており、当庁が当該対象者から入手する際は番号法第16条が適用されない。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

犯則事件の調査の対象者等が番号法第16条の規定に基づき本人確認を行った上で情報を入手してい
ることが前提となっており、当庁が当該対象者から入手する際は番号法第16条が適用されない。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

リスクに対する措置の内容
犯則事件の調査に必要があるときに質問・検査・領置・照会（国税通則法第131条）、臨検・捜索・差押
え・記録命令付差押え（同法第132条）を行う場合は、国税通則法に基づき厳格に行われるため、不適切
な方法で入手が行われることはない。

リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 その他の措置の内容 ―

リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

リスクに対する措置の内容
調査先から取得した資料を搬送する際には、収納箱に収納した後、封を行うなど、紛失及び散逸を防止
する措置を義務付ける。

リスクへの対策は十分か [ 十分である
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リスクへの対策は十分か [ 十分である

リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

ユーザ認証の管理 [ 行っている

 宛名システム等における措置
の内容

地方公共団体の宛名システムに相当する個人番号を参照することが可能な機能を持つ、国税庁の次世
代システムとは接続しない。

 事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

・職務上必要であるとして権限の与えられた者しか特定個人情報ファイルにアクセスできない。
・犯則事件の真相を解明する目的以外には特定個人情報ファイルを使用できないことを職員等に周知
する。
・国税庁の次世代システムでは保有する情報を電子データとして出力できないようにプログラムで制御
することから、特定個人情報ファイルの情報をシステム的に紐付けることはできない。

 その他の措置の内容
特定個人情報ファイルを扱う端末については、インターネットを扱う端末と分けており、外部と接続してい
ない。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞]

 具体的な管理方法

① ID／パスワードの発行管理
・ユーザＩＤ管理者が事務ごとに必要となるアクセス権限の管理表を作成する。
・異動等により新たなアクセス権限が必要となった場合には、ユーザID管理者が異動等の内容に基づ
き、事務に必要となる情報へのアクセスが可能となる権限を、その職員のユーザIDに対して付与する。
② 失効管理
職員に異動等の事由が生じた場合は、ユーザID管理者が当該ユーザIDの失効処理又は権限の変更を
行う。

アクセス権限の管理 [ 行っている

 具体的な管理方法

・事務処理を行う必要があるユーザを特定し、ユーザＩＤに必要最低限の権限を付与し、事務処理上必
要のないデータへのアクセスを制限する。
・また、職員が離席する際には、パスワード設定されたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用するな
ど、情報漏えい、なりすまし等の不正行為を防止する措置を講じる。

アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない]

]

 具体的な管理方法

・共用のＩＤを発行せず、必ずユーザごとにＩＤを発行する。
・パスワードは、定期的に更新を実施するようシステムで制御する。
・異動等の事由が生じたことにより、不要となったユーザＩＤについては、ユーザＩＤ管理者が失効等の処
理を行う。

 特定個人情報の使用の記録

 具体的な方法

・使用するパソコンへのログインの記録を行い、特定個人情報ファイルの格納先へのアクセス及び特定
個人情報ファイルの使用のログを記録する。
・電子記録媒体にデータを取り出しする際には、取り出し処理した際のログの記録を行っており、取り出
し状況について定期的に監査を行う。

記録を残している[ 2) 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]

リスクに対する措置の内容

・①特定個人情報の使用は、法令等の規定がある場合以外は認められない、②国税庁においては、納
税者の課税等に関する情報を取り扱うことから、国家公務員法による守秘義務違反より重い罰則が国
税通則法第127条で定められており、情報の管理には細心の注意払わなければならない旨を職員等に
研修等で周知をする。
・電子記録媒体にデータを取り出しする際には、取り出し処理した際のログの記録を行う。
・電子情報を電子記録媒体に取り出せる者が限定されており、取り出し許可者の許可がなければ持ち出
せない。
・電子情報の取り出し状況について定期的に監査を行う。

リスクへの対策は十分か [ 十分である

 その他の措置の内容 ―

リスクへの対策は十分か [ 十分である 2） 十分である1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

＜選択肢＞]

リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 ３．特定個人情報の使用

リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]
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 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

部外者によって不正に使用されるリスクに対しては、以下の措置を講じる。
・特定個人情報ファイルの使用時における特定個人情報が漏えい・紛失するリスクに対して、職員の執務スペースに部外者が立ち入る
ことができないようにするとともに、業者等の部外者が職員の執務スペースに立ち入る場合には、職員が立会いをするなど、不適切な
行為がないよう適切に管理する。
なお、万一、施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した場合に備えて、契約書において、秘密保持義務を規定す
る。
・職員が離席する際には、パスワード設定されたスクリーンセーバー及び画面ロックを利用するなど、情報漏えい、なりすまし等の不正
行為を防止する措置を講じる。
・特定個人情報ファイルを庁舎外で使用する際の特定個人情報が漏えいするリスクへの対策として、複数の認証方式の採用、専用回
線の使用、シンクライアント方式の導入により端末へのデータ保存の制限などのセキュリティ対策を講じる。

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

リスクに対する措置の内容

・①特定個人情報の使用は、法令等の規定がある場合以外は認められない、②国税庁においては、納
税者の課税等に関する情報を取り扱うことから、国家公務員法による守秘義務違反より重い罰則が国
税通則法第127条で定められており、情報の管理には細心の注意払わなければならない旨を職員等に
研修等で周知をする。
・電子記録媒体にデータを取り出しする際には、取り出し処理した際のログの記録を行う。
・電子情報を電子記録媒体に取り出せる者が限定されており、取り出し許可者の許可がなければ持ち出
せない。
・電子情報の取り出し状況について定期的に監査を行う。

リスクへの対策は十分か [ 十分である
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 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

] 委託しない

[

○[ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

2） 制限していない1） 制限している
＜選択肢＞]

 具体的な制限方法

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[

] 1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

2） 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]

 具体的な方法

 特定個人情報の提供ルール [

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

 特定個人情報の消去ルール [

 規定の内容

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

[

ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

[

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている] 4） 再委託していない

2） 十分に行っている
＜選択肢＞

]

 具体的な方法

 その他の措置の内容

リスクへの対策は十分か [

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置
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 その他の措置の内容

リスクへの対策は十分か [

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

[ ] 1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か [

リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か [

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

 具体的な方法

] 提供・移転しない

[

○[

リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞]
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リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か [

○ ] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）○[ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている

リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か [

リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か [

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている

] 1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている

リスク５：　不正な提供が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か [ 1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か [

2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か [

リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か [

＜選択肢＞
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②安全管理体制

 ７．特定個人情報の保管・消去

リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

十分に遵守している

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない

⑤物理的対策

 具体的な対策の内容

・特定個人情報が記録されている電子記録媒体等は、施錠可能な場所に保管する。
・特定個人情報が記録されているパソコンは、紛失、盗難その他の事故を防止するためにセキュリティワ
イヤで固定するなど必要な措置を講じる。
・特定個人情報が記録されているサーバは、施錠可能なラック内に設置する。

③安全管理規程

④安全管理体制・規程の職
員への周知

十分に行っている

[

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

⑥技術的対策

 具体的な対策の内容

・不正プログラム対策
ウイルス対策ソフトを使用して、サーバ及び職員用パソコンで定期的にウイルスチェックを実施する。ま

た、定期的に、検証済みのパターンファイルに更新する。
　なお、サーバ及び職員パソコンへのソフトウェア導入は、セキュリティ管理者の許可を得るとともに、シ
ステム的な検証等を実施した上で、システム管理者が実施することとしており、不正なプログラムの導入
を防止する。
　また、サーバ及び職員パソコンについては、オペレーティングシステム、ミドルウェア及びドライバのセ
キュリティ情報等を収集し、必要に応じて、修正プログラムを導入する。
・不正アクセス対策

外部からのアクセスに対しては、物理的にネットワークを分離することでアクセスそのものを遮断する。
また、国税庁内からデータベースへのアクセスに対しては、ファイアウォールで不正アクセスを遮断す

るとともに、プログラムにより、アクセス制御しており、システム管理者から許可を得た者以外は、データ
ベースの参照・更新・消去することができない仕組みとする。なお、全てのパソコン及びサーバには、原
則として暗号化ソフトを導入する。

十分に行っている

十分に行っている

十分に行っている

[

[

[

3） 十分に行っていない
2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている

＜選択肢＞

⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生あり

 その内容

令和３年度：
・所得税の住宅借入金等特別控除関係書類の誤廃棄（約2,600件分）
・個人事業の開業・廃業等届出書類の誤廃棄（約67,000件分）
令和２年度：
・相続税の申告書等関係書類の誤廃棄（約270件分）
・所得税の住宅借入金特別控除証明書の税務署控の誤廃棄（約5,000件分）
・個人事業の開業・廃業等届出書類の誤廃棄（約17,000件分）
令和元年度：
・ 源泉所得税関係の簿書を誤廃棄（約24,600件分）。

⑦バックアップ

⑧事故発生時手順の策定・
周知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞]

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし]

3） 十分に行っていない

]

]

] 1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している①NISC政府機関統一基準群
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 再発防止策の内容

誤送付・誤廃棄防止策として、文書発送及び簿書廃棄作業時における複数人による現物確認の実施、
また紛失・情報の無断持ち出し防止策として、行政文書の外部持ち出し時の事務手続きの遵守及び職
員の綱紀保持を徹底するなど、管理体制の整備、規定・マニュアルの整備・見直し、職員の指導監督、
事務監査を実施する。

 その他の措置の内容 ―

リスクへの対策は十分か [ 十分である

⑩死者の個人番号 [ 保管している

 具体的な保管方法
死者の特定個人情報は、生存する個人の特定個人情報と分けて管理しないため、「Ⅲ特定個人情報
ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」において示す、生存する個人の特定個人情報ファイルと
同様の管理を行う。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 保管している 2） 保管していない
＜選択肢＞]

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合、事案の内容に応じて以下の対応をする。
①特定個人情報の漏えい等事案の発生連絡を行う。
②事実関係の調査、原因の究明及び影響範囲の特定を行う。
③職員又は運用保守業者へサービス停止や調査、復旧作業を指示する。
④影響を受ける可能性のある本人へ連絡等を行う。
⑤再発防止策を検討し、速やかに実施する。
⑥個人情報保護委員会、内閣サイバーセキュリティセンター及び総務省へ報告する。
⑦事案の内容等に応じて、事実関係及び再発防止策等の公表を行う。

 その他の措置の内容 ―

リスクへの対策は十分か [ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 手順の内容

リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順
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Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

①自己点検
十分に行っている[ ＜選択肢＞

1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

・「国税庁で保有する情報の適切な管理のための措置について」（平成19年国税庁事務運営指針）に基
づき、毎年10月の国税局が定める時期（国税局が独自に追加点検を実施する場合には適宜の時期）に
自己点検を実施することとしており、各人が情報管理体制に関する点検票を作成し、管理者がその確認
を行うことにより、訓令に基づいた適切な情報管理体制が構築されていること、本評価書どおりの運用
がされていることを確認するとともに各人の自己点検結果を踏まえ、各国税局等に設置される情報管理
委員会による事務監査（無予告監査を含む。）を実施することとしている。

 具体的なチェック方法

 具体的な内容

１　「国税情報システムに係るセキュリティの確保のための実施細則」に基づき、情報セキュリティ監査及
び関連規程等の順守状況の点検を定期的又は必要に応じて随時実施する。
①情報セキュリティ監査：情報システムセキュリティ責任者は、情報セキュリティ監査を年１回以上実施
する。
②関連規程等の遵守状況等の点検：情報システムセキュリティ責任者は、職員等の情報セキュリティに
関する関連規程等の遵守状況の点検を実施する。
③監査結果の事後措置：情報セキュリティ責任者は、監査及び点検結果を受けて情報セキュリティ確保
のために必要な措置を講ずる。

【監査項目】
・電子記録媒体の監査

国税当局が調達した以外の電子記録媒体の使用を禁止し、更に接続がないことについて随時監査を
行っている。
・外部作業所に対するセキュリティ実施状況の監査

委託業務の安全な遂行を達成するため、仕様書等に示している情報セキュリティに関する要求事項の
実施状況の監査を行っている。
・各国税局担当部局に対するセキュリティ実施状況の監査

各国税局(所)において、情報セキュリティ監査が適切に行われているかどうか、実施状況の監査を行っ
ている。

２　法定調書の入力業務においては、業務期間前後及び業務期間中に実地の監査を実施することによ
り、委託先の業務履行能力、契約内容の遵守状況について確認することとしている。

②監査
＜選択肢＞

2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている]十分に行っている[

3) 十分に行っていない
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十分に行っている 従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

＜選択肢＞

・納税者がマイナポータルへログインする際は、マイナンバーカード搭載の電子証明書と　マイナンバーカード交付時に納税者が設定し
た暗証番号により本人確認を行う。
・納税者がマイナポータルからe-Taxへログインする際（認証連携の初期設定時）は、　e-Taxの利用者識別番号と暗証番号により本人
確認を行う。

 ３．その他のリスク対策

「国税情報システムに係るセキュリティの確保のための実施細則」、「行政機関の保有する個人情報の
保護に関する法律」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律」に基づき、次に掲げる方法により教育・啓発を行っている。

１　情報セキュリティ責任者は、情報システムセキュリティ責任者、課室情報セキュリティ責任者、情報シ
ステムセキュリティ管理者、補助者及び課室情報セキュリティ担当者に対し、情報セキュリティの確保に
関する以下の内容を基本とした研修を年１回以上実施している。また、研修の受講状況を把握し、未受
講者がいる場合にはフォローアップを行っている。

・セキュリティ事故の検出、報告、復旧及び対応手法
・リスク分析手法
・セキュリティ対策の導入及び運用手法
・セキュリティ事故の事例
・セキュリティ教育手法
・個人情報・個人番号の適切な取扱い

２　情報システムセキュリティ責任者又は課室情報セキュリティ責任者は、職員等に対し、情報セキュリ
ティの確保に関して以下の内容を基本とした研修を年１回以上実施している。

・情報セキュリティの重要性
・情報システム利用者の責任
・セキュリティ事故の事例
・モラルの啓発
・禁止行為及びそれらに対する罰則
・個人情報・個人番号の適切な取扱い

３　委託先にかかる研修及び教育の実施について、調達仕様書等に基づき受託者が従事要員に対して
本業務を行うに当たり必要な社内教育を定期的に実施し、必要に応じて職員がその内容を確認する。

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている[ ]

 ２．従業者に対する教育・啓発
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 ①連絡先 「１．①請求先」と同じ

 ②対応方法
問合せを受けた部署等が問合せの内容に関係する部署等へ連絡し、連絡を受けた部署等において対
応する。

Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先

開示・訂正・利用停止請求に係る保有個人情報を保有する部局で受け付ける。具体的には、以下のとお
りである。
　国税庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室
　国税不服審判所管理室
　各国税局（所）総務部総務課
　国税不服審判所各支部管理課
　各税務署総務課

※　各請求先の住所・電話番号等については、国税庁ホームページを参照。
（https://www.nta.go.jp/about/disclosure/madoguchi/index.htm）

 ②請求方法

法律で定められた事項を記載した書面（請求書）を上記の「①請求先」の窓口に直接提出するか、送付
により提出する。
国税庁において作成した請求書を使用する場合は、国税庁ホームページを参照。
（https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/03.htm）

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ④個人情報ファイル簿の公表

 個人情報ファイル名

 公表場所

 ⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

―

]

）

1) 行っている 2) 行っていない
＜選択肢＞

納税地等必須情報ファイル、個人格必須情報ファイル、名寄せ済資料ファイル、索引情報ファイル、消費
税申告・決議事績ファイル、課税事績管理情報ファイル、相続税申告情報ファイル、非課税貯蓄限度額
管理ファイル、原本情報ファイル、債権管理基本情報ファイル、審査請求事件処理状況等管理システム
申請届出管理ファイル、個人申告管理ファイル、申告共通管理ファイル、法定調書管理ファイル、源泉管
理ファイル、納税証明書管理ファイル、酒類業者ファイル、精算課税贈与者情報ファイル、贈与申告管理
ファイル、国外財産事績管理ファイル、財産債務管理ファイル、個人関連詳細ファイル、個人検索情報
ファイル、個人検索情報履歴ファイル、個人出力情報ファイル、個人出力情報履歴ファイル、個人解明対
象ファイル、個人候補情報ファイル、個人関連管理ファイル、個人情報アクセスログファイル、少額投資
非課税口座管理ファイル、番号記載申告蓄積情報ファイル、課税事績第二表情報ファイル、教育資金申
告管理情報ファイル、暦年課税贈与者情報ファイル、関係者情報ファイル、取消消費税申告事績ファイ
ル、贈与過去事案情報ファイル、贈与過去索引情報ファイル、贈与住借チェック情報ファイル、教育資金
異動申告情報ファイル、贈与ＭＱ暦年情報ファイル、贈与番号確認履歴情報、個人番号異動ファイル

電子政府の総合窓口（e-Gov）において公表
（https//www.e-gov.go.jp)

]

手数料：保有特定個人情報が記録されている行政文書１件につき300円
納付方法：窓口での請求の場合は現金又は印紙、郵送の場合は印紙

住所等に変更があった場合の訂正ついては、所得税法第20条による。

[

[

有料

行っている

2) 無料1) 有料
＜選択肢＞

国税庁ホームページに、手続・手数料等について記載している。
（https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/03.htm）

 特記事項

 ③手数料等
（手数料額、納付方法：

 ⑤法令による特別の手続
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―

 ４．個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

①提出日 令和4年6月21日

②個人情報保護委員会によ
る審査

③結果

Ⅵ　評価実施手続

①方法

―
③期間を短縮する特段の理

由

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

②実施日・期間 令和４年５月17日～令和４年６月16日までの31日間

ｅ－Ｇｏｖにおいて意見公募手続を行い、電子メール又は書面にて意見を受付。

 １．基礎項目評価

4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞

①実施日 令和4年5月17日

②しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる[ ]

―

①実施日

②方法

④主な意見の内容

⑤評価書への反映

―

―

 ３．第三者点検

評価書の記載に関する意見の提出はなし。
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